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Abstract

The　Organization　of　Shrines　and　Temples　in　OkayaMa　Province

Fumio　TAMAMURO

　　　　In　this　essay，　I　examine　the　policy　of　destroying　and　consolidating　shrines　and　temples　in　Okaya－

ma　instituted　by　the　domain’s　extremely　anti－Buddhist　daimyo，　Ikeda　Mitsumasa，　in　1666　and　1667．

Of　the　11，146　shrines　existing　at　the　time，　he　destroyed　10，528，　and　gathered　their　central　objects　of

worship　and　other　treasures　into　71　newly　built　shrines（夕osθ吻yα）．Ninety　four　point　five　percent　of

the　original　shrines　were　destroyed．　He　allowed　618　major　shrines　and　tutelary　shrines　to　remain，　leav－

ing　689　shrines　in　Okayama　from　that　time　forward．

　　　　Of　the　1036　temples　exsting　in　1666，598，0r　58　percent，　were　destroyed．　Particularly　hard　hit　by

these　measures　was　the　Nichiren　sect，　which　saw　88　percent　of　its　temples　eliminated．　Up　to　92　per－

cent　of　these　belonged　to　the　sect’sノ勿吻56　branch．

　　　　In　the　end，438　temples　remained　il10kayama．　There　were　706　villages　in　the　domain，　so　the

average　number　of　shrines　and　temples　per　village　was　O．98　and　O．62，　respectively．　Compared　to　the

natlonal　average，　the　amount　of　shrines　and　temples　in　Okayama　was　extre皿ely　small．

　　　　In　1667，　Mitsumasa　opposed　the　people　of　his　domain　and　abolished　the　temple　certificates（tera－

uke）issued　to　them　by　Buddhist　clerics，　forcillg　them　to　get　Shinto　certi五cates（Shinto一痂6）from

priests　at　Shinto　shrines　instead．　As　a　result，97　percent　of　the　domain　was　registered　at　Shinto

shrines　in　1669，　while　Buddhist　temples　were　destroyed　one　after　another，　It　is　evidellt　from　the

above　that　Ikeda　Mitsumasa，　daimyo　of　Okayama，　implemented　a　thorough－going　policy　of　temple

consolidation、
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は
じ
め
に

　
岡
山
藩
の
寺
社
整
理
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
江
戸
時
代

の
初
期
、
す
な
わ
ち
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
「
～
七
二
）
廃
仏
殿
釈
政
策
を
と
っ

た
大
名
は
全
国
で
三
人
あ
っ
た
。
そ
の
内
の
一
人
が
岡
山
藩
主
池
田
光
政
で
あ

り
、
あ
と
の
二
人
は
会
津
藩
主
保
科
正
之
と
水
戸
藩
徳
川
光
囲
で
あ
る
。
三
人
に

共
通
す
る
の
は
い
ず
れ
も
儒
教
の
思
想
を
強
く
も
ち
、
か
つ
か
な
り
の
学
識
を
も

っ
て
お
り
、
そ
れ
を
藩
政
の
中
に
生
か
し
た
点
で
あ
る
。

　
岡
山
藩
の
寺
社
整
理
政
策
を
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
の
は
、
こ
の
三
藩
の
中
で
最

も
徹
底
し
た
政
策
を
と
っ
た
た
め
で
あ
る
。
領
内
の
半
数
以
上
の
寺
院
を
整
理
す

る
と
と
も
に
、
一
方
で
一
萬
有
余
の
神
社
を
処
分
し
寄
宮
と
し
て
合
杷
す
る
な

ど
、
他
の
藩
の
追
従
を
許
さ
な
か
っ
た
。

　
勿
論
岡
山
藩
に
お
け
る
宗
教
事
情
も
あ
っ
た
。
一
つ
に
は
幕
府
が
キ
リ
ス
ト
教

と
と
も
に
禁
制
し
て
い
た
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の
一
大
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
、
二

つ
め
に
は
、
承
応
三
年
の
未
曽
有
の
き
き
ん
に
際
し
て
寺
院
僧
侶
が
全
く
救
い
の

手
を
か
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
光
政
の
片
腕
と
し
て
、
こ
の
き
き
ん

対
策
に
活
躍
し
た
の
が
熊
沢
蕃
山
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
光
政
は
少
な
か
ら
ず
蕃

山
の
思
想
を
う
け
つ
ぎ
、
排
仏
的
思
考
を
か
た
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
七
月
、
幕
府
が
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
を
公
布
し
、
寺

院
僧
侶
の
風
俗
頽
廃
を
指
摘
し
、
そ
の
取
締
り
を
命
ず
る
と
、
光
政
は
早
速
領
内

の
僧
侶
の
不
義
を
摘
発
す
る
政
策
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
こ
の
年
幕
府
は

全
国
の
寺
院
に
寺
領
を
宛
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
折
日
蓮
宗
に
対
し
て
は
、
「
寺

領
は
供
養
也
」
と
い
う
誓
約
書
を
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
供
養
」
は
「
不
受
」

と
す
る
不
受
不
施
派
の
締
出
し
で
あ
る
。

　
こ
の
様
な
幕
府
の
寺
院
政
策
の
動
き
に
敏
感
に
対
応
し
一
歩
踏
み
こ
ん
だ
の

が
、
岡
山
藩
主
池
田
光
政
で
あ
っ
た
。
寛
文
六
年
に
入
る
と
彼
は
矢
次
ぎ
早
に
寺

社
整
理
政
策
を
断
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
一
応
目
次
に
示
し
た
六
項
目
に
つ
い
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た

い
と
思
う
。

［
、
神
社
の
整
理

　
藩
主
池
田
光
政
は
、
領
内
に
お
び
た
だ
し
く
存
在
す
る
神
社
を
削
減
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
『
池
田
光
政
日
記
』
（
岡
山
美
術
館
所
蔵
）
寛
文
六
年
五
月
十
八
日
の

条
で
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。

　
国
中
在
々
有
之
わ
け
も
な
き
小
社
共
、
五
千
石
地
二
壱
ケ
所
二
あ
つ
め
、
吉
田

　
殿
へ
申
ふ
う
し
こ
め
、
其
外
大
社
又
ハ
所
之
お
ふ
す
な
（
産
土
）
ハ
の
こ
し
置
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可
申
候
哉
と
、
三
人
代
官
頭
申
候
、
一
段
可
然
と
申
付
候
。

　
小
社
之
書
付
大
か
た
。

　
壱
万
千
百
余
つ
ぶ
し
候
事
。

と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
由
緒
が
は
っ
き
り
し
な
い
小
社
を
、
五
千
石
単
位
で
一

か
所
に
集
め
る
と
し
て
い
る
。
岡
山
藩
は
表
高
三
一
万
五
千
石
で
あ
る
の
で
、
こ

の
計
算
で
い
け
ば
、
六
一
二
社
に
寄
宮
し
、
そ
の
他
の
大
社
と
産
土
社
を
残
す
計
画

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
池
田
家
履
歴
略
記
』
（
岡
山
大
学
池
田
家
文
書
）
に

は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
殿
不
正
神
社

　
備
前
一
国
備
中
数
郡
之
内
、
淫
杞
之
小
宮
を
俗
に
荒
神
と
名
付
く
、
崇
敬
す
る

　
類
、
年
を
逐
て
多
く
、
愚
民
は
疫
疾
・
災
難
・
狐
狸
の
妖
あ
る
時
、
山
伏
．
神

　
子
な
と
に
た
ふ
ら
か
さ
れ
、
此
れ
荒
神
の
た
玉
り
な
れ
は
、
祈
祷
す
へ
し
と

　
そ
、
財
宝
を
負
り
取
ら
れ
、
又
は
宮
地
に
生
す
る
草
木
を
も
、
民
恐
れ
て
い
ろ

　
は
す
、
其
ほ
と
ん
と
国
中
に
及
け
る
を
、
烈
公
（
池
田
光
政
）
深
く
う
れ
へ
給

　
ひ
、
其
民
の
ま
と
ひ
を
解
き
、
且
土
地
の
費
を
も
改
正
し
給
は
ん
。

と
、
淫
桐
が
多
い
こ
と
を
ま
ず
あ
げ
、
と
り
わ
け
荒
神
の
た
た
り
を
強
調
し
、
病

気
や
災
難
や
狐
つ
き
等
の
祈
祷
を
山
伏
や
神
子
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て

い
る
。
こ
の
様
な
淫
桐
邪
神
の
一
掃
こ
そ
が
神
社
整
理
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
明

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
淫
桐
邪
神
こ
そ
が
民
衆
か
ら
の
収
奪
を
招
く
も
の
で
あ
る

と
い
う
認
識
で
あ
る
。
続
け
て
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。

　
五
月
十
八
日
（
寛
文
六
年
）
代
官
頭
川
村
平
太
兵
衛
・
西
村
源
五
郎
．
都
志
源

　
右
衛
門
に
仰
て
、
松
岡
市
之
丞
と
は
か
り
て
、
う
ふ
す
な
（
産
土
）
の
神
の
外

　
は
残
ら
ず
破
却
し
、
其
宮
地
の
材
木
を
も
っ
て
、
一
代
官
所
に
一
社
を
建
つ
、

　
是
を
寄
宮
と
号
し
、
吉
田
家
よ
り
証
印
を
勧
請
す
。
此
度
改
ら
れ
し
に
、
備
前

　
一
国
・
備
中
数
郡
の
惣
宮
数
壱
万
千
百
三
拾
社
也
、
内
六
百
壱
社
は
氏
神
な
れ

　
は
、
残
り
壱
万
五
百
弐
拾
極
社
の
淫
杷
の
小
宮
悉
く
こ
ほ
つ
、
七
拾
六
の
寄
宮

　
な
れ
り
、
寄
宮
の
普
請
は
翌
寛
文
七
年
閏
二
月
晦
日
よ
り
取
か
x
り
、
社
地
の

　
竹
木
不
足
あ
ら
は
御
材
木
伐
取
へ
し
と
三
人
の
代
官
頭
に
命
せ
ら
れ
ぬ
。
（
『
池

　
田
家
履
歴
略
記
』
）

と
、
寛
文
六
年
五
月
十
八
日
に
、
池
田
光
政
が
代
官
頭
三
名
に
寄
宮
政
策
の
実
施

を
せ
ま
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
父
え
る
。
産
土
神
以
外
は
破
却
し
、
一
代
官
所
に

一
社
の
寄
宮
を
作
り
破
却
社
の
神
体
・
什
物
を
入
れ
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
つ

ま
り
七
六
社
の
寄
宮
と
六
〇
一
社
の
氏
神
、
合
計
六
七
七
社
の
建
立
を
許
し
、
一

〇
五
二
九
社
を
破
却
す
る
と
い
う
政
策
で
あ
る
。
寄
宮
の
建
設
は
翌
七
年
三
月
よ

り
始
め
る
と
し
て
い
る
。
存
立
を
許
さ
れ
た
の
は
、
惣
宮
数
の
六
％
に
す
ぎ
な

い
。
つ
ま
り
九
四
％
の
小
社
が
破
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
寄
宮
の
数
は

『
池
田
光
政
日
記
』
の
六
三
社
か
ら
七
六
社
に
若
干
増
加
は
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ

そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
つ
ぎ
に
寄
宮
政
策
実
施
の
様
子
を
『
御

領
内
寄
宮
記
』
（
岡
山
大
学
池
田
家
文
書
）
で
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
そ

の
前
書
に
は
、

　
備
前
・
備
中
御
領
分
村
々
二
於
テ
、
故
も
無
之
、
或
狐
狸
等
之
た
た
り
ヲ
成
し

　
候
と
て
祝
置
、
荒
神
ト
号
シ
候
淫
桐
有
之
二
付
、
巫
蜆
之
輩
種
々
之
邪
説
ヲ
成

　
シ
、
彼
荒
神
二
祷
リ
、
其
利
ヲ
貧
、
民
を
惑
シ
候
二
依
テ
、
羽
林
君
（
池
田
光

　
政
）
被
憂
思
召
、
江
戸
被
達
御
役
人
中
江
、
其
上
二
而
吉
田
侍
従
ト
部
兼
連
朝

　
臣
江
被
仰
遣
、
其
村
之
産
神
、
或
ハ
故
有
之
正
社
斗
被
残
置
、
其
外
之
淫
桐
壱

　
萬
五
百
弐
拾
七
社
、
郡
吏
二
命
シ
テ
被
殿
之
、
七
十
六
社
ト
シ
、
諾
翫
阯
訟
鮪
襲
鮒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
吉
田
侍
従
ヨ
リ
御
証
印
被
仰
請
、
寄
社
ト
号
シ
、
被
建
立
事
如
左
、
自
今
以

　
後
、
於
備
前
・
備
中
之
領
分
、
新
規
二
小
社
等
取
建
候
事
、
堅
ク
被
停
止
之

　
旨
、
被
仰
出
之
、

と
、
ほ
ぼ
『
池
田
家
履
歴
略
記
』
と
同
じ
趣
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ

で
は
、
江
戸
幕
府
の
役
人
に
連
絡
し
て
了
解
を
え
て
い
る
こ
と
、
京
都
吉
田
家
の

了
承
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
り
わ
け
、
吉
田
家
は
前
年
の
寛
文
五
年

七
月
の
神
主
祢
宜
法
度
に
よ
り
、
幕
府
か
ら
全
国
の
村
鎮
守
レ
ベ
ル
神
主
の
任
命

権
を
手
に
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
で
、
藩
主
の
手
に
よ
6
神
社
の
新
設
統
合
に

一’ S一
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は
き
わ
め
て
協
力
的
で
あ
っ
た
。

　
次
の
第
一
表
は
岡
山
藩
の
寄
宮
政
策
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
『
御

領
内
寄
宮
記
』
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
尚
大
社
・
産
土
社
の
項
は
『
備
前
国

々
中
神
社
記
』
で
お
ぎ
な
っ
た
。

　
ま
ず
郡
毎
の
破
却
神
社
数
を
み
て
み
る
と
、
第
「
位
は
備
中
国
浅
口
郡
三
二
一
二

八
社
が
と
び
抜
け
て
多
く
、
第
二
位
備
前
国
津
高
郡
一
六
四
九
社
、
第
三
位
邑
久

郡
一
二
六
五
社
、
第
四
位
赤
坂
郡
一
一
七
三
社
の
順
で
あ
る
。
も
っ
と
も
少
な
い

の
は
御
野
郡
の
一
二
〇
社
で
あ
る
。

　
つ
い
で
寄
宮
数
は
そ
れ
ほ
ど
の
差
は
な
い
が
、
第
一
位
は
備
前
国
の
上
道
郡
一

二
社
、
第
二
位
は
赤
坂
郡
・
津
高
郡
・
邑
久
郡
の
い
ず
れ
も
一
〇
社
で
あ
る
。
も

っ
と
も
少
な
い
の
は
備
中
浅
口
郡
の
三
社
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
寄
宮
一
社
あ
た
り
の
破
却
神
社
数
を
出
し
て
み
る
と
、
第
一
位
は
備
中

国
浅
口
郡
の
一
〇
七
九
・
三
社
で
、
と
び
抜
け
て
多
い
。
第
二
位
は
備
前
国
津
高

郡
一
六
四
・
九
社
、
第
三
位
は
備
中
国
山
南
一
五
二
・
六
社
、
第
四
位
は
備
前
国

邑
久
郡
一
二
六
・
五
社
、
第
五
位
は
和
気
郡
一
二
二
・
二
社
で
あ
る
。
も
っ
と
も

少
な
い
の
は
御
野
郡
三
〇
社
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
こ
で
は
浅
口
郡
の
小
社
破
却

が
き
わ
だ
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
寛
文
六
年
現
在
残
さ
れ
た
大
社
・
産
土
社
・
寄
宮
の
合
計
は
六
八
三
社
で
あ

る
。
こ
れ
を
村
数
で
割
る
と
一
村
当
り
0
・
九
七
社
と
い
う
数
字
を
う
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
て
多
い
順
に
み
て
み
る
と
、
第
一
位
・
備
中
国
山
南
の
一
・
三
二
社

で
あ
る
。
第
二
位
が
備
前
国
赤
坂
郡
一
・
二
九
社
、
第
三
位
が
備
中
国
浅
口
郡
一

・
一
三
社
、
第
四
位
が
備
前
国
児
島
郡
一
・
一
一
社
で
あ
る
。
ま
た
最
低
は
備
前

国
邑
久
郡
O
・
六
五
社
で
あ
る
。

　
結
局
大
社
・
産
土
社
に
寄
宮
を
プ
ラ
ス
し
て
も
六
八
四
社
に
す
ぎ
ず
、
総
村
数

七
〇
六
か
村
で
割
る
と
一
村
当
り
○
・
九
七
社
と
な
り
、
「
村
一
社
に
は
と
ど
か

な
い
。
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
水
戸
藩
が
一
村
一
社
制
を
実
現
し
た
こ
と
か
ら

す
る
と
、
岡
山
藩
の
方
が
よ
り
き
び
し
い
神
社
破
却
政
策
を
と
っ
た
と
い
え
る
。

第1表岡山藩領の寄宮と産土・大社の分布
1667年現在

国　名 郡　名 破却神社数 寄　宮 産土・大社 村　数
寄宮一社当りの

j却神社数
整理後の一村当りの社

備前

御野

纉ｹ
W久

a気
ﾖ梨
ﾔ坂
ﾃ高
剴

120

V85

P，265

U11

R15

P，173

P，649

U09

4
1
2
1
0
5
6
1
0
1
0
6

39

T7

R4

V3

S6

P10

W7

V7

53

W6

U8

W4

T5

X3

P15

V5

30．0

U5．4

P26．5

P22．2

T2．5

P17．4

P64．9

P01．5

0．81

O．8

O．65

O．93

O．95

P．29

O．84

P．11

備中
山南

�

763

R，238 5
3

65

Q4

53

Q4

152．6

P，079．3

1．32

P．13

合　　計 10，528　　　　71 612 706 148．3 0．97
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と
こ
ろ
で
水
戸
藩
は
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
領
内
の
七
三
の
八
幡
社
を
神
仏

習
合
の
本
地
垂
述
　
説
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
す
べ
て
破
却
し
、
そ
の

後
に
新
し
い
神
社
を
勧
請
し
て
い
る
が
、
岡
山
藩
で
は
八
幡
社
破
却
の
政
策
は
と

っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
岡
山
藩
の
方
が
神
仏
習
合
の
否
定
迄
は
踏
込
ん
で

い
な
い
と
い
え
る
。
岡
山
藩
領
内
に
は
寛
文
七
年
（
＝
ハ
六
七
）
現
在
、
産
土
神

・
寄
宮
の
中
に
二
五
四
社
の
八
幡
社
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
総
神
社
数
六
八

三
社
の
三
七
・
二
％
に
当
る
数
字
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
数
字
と
い
え
る
。
寄
宮
の

数
が
『
池
田
家
履
歴
略
記
』
『
御
領
内
寄
宮
記
』
前
書
で
は
七
六
社
で
あ
る
、
こ

の
表
で
み
る
と
実
際
に
は
七
一
社
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
池
田
光
政
の
神
社
整
理
に
は
神
仏
習
合
の
否
定
迄
は
踏
込
ん
で

い
な
い
が
、
神
社
一
〇
五
二
八
社
を
破
却
し
た
の
は
驚
嘆
に
値
す
る
と
い
え
よ

う
。
残
さ
れ
た
六
八
三
社
は
そ
の
六
・
五
％
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ぎ
に
寺
請
か
ら
神

道
請
へ
の
転
換
政
策
を
み
て
み
よ
う
。

二
、
寺
請
か
ら
神
道
請
へ

　
池
田
光
政
の
寺
社
整
理
の
眼
目
の
一
つ
は
、
寺
請
制
の
廃
止
と
神
道
請
の
実
施

で
あ
っ
た
。
光
政
の
片
腕
と
し
て
藩
政
改
革
を
実
施
し
た
の
は
熊
沢
蕃
山
（
一
六

↓
九
～
「
六
九
一
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
寺
請
制
の
弊
害
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ

て
い
る
。

　
今
の
寺
請
は
何
の
用
に
も
た
x
ず
、
殊
之
外
な
る
国
々
の
費
也
、
（
中
略
）
其

　
上
此
吉
利
支
丹
請
に
て
、
不
義
無
道
の
出
家
漫
り
、
仏
法
の
実
は
亡
び
た
る
と

　
い
へ
り
、
（
中
略
）
今
寺
請
を
止
て
、
天
下
の
人
の
信
不
信
に
任
せ
ば
、
檀
那

　
寺
持
た
ざ
る
も
の
大
分
な
ら
ん
。
然
ら
ば
僧
は
飢
に
及
び
な
ん
か
。
（
『
大
学
或

　
問
』
）

と
、
寺
請
制
度
の
施
行
に
よ
り
、
寺
院
経
営
が
安
定
し
、
僧
侶
の
生
活
が
華
美
に

な
っ
た
こ
と
を
い
ま
し
め
て
い
る
。
さ
ら
に
言
を
つ
ぎ
、
寺
請
制
の
廃
止
を
提
言

し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
ま
た
民
衆
が
仏
教
信
仰
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
も
指

摘
し
て
い
る
。

　
寺
請
制
度
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
み
る
と
、
江
戸
幕
府
は
寛
永
十
二
年
（
一
六

三
五
）
全
国
民
に
対
し
て
寺
請
証
文
の
提
出
を
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
ほ

ぼ
完
全
に
実
施
さ
れ
た
の
は
、
島
原
の
乱
の
結
着
を
み
た
寛
永
十
五
年
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
寺
請
証
文
と
は
、
檀
那
寺
の
僧
侶
が
そ
の
寺
の
檀
家
の
者
は
キ
リ
ス
ト

教
徒
で
は
な
い
こ
と
を
保
証
し
た
証
文
の
事
で
あ
る
。
こ
の
証
文
が
村
役
人
に
提

出
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
人
々
は
宗
門
人
別
改
帳
（
戸
籍
）
に
記
帳
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
寺
の
住
職
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
キ
リ
シ
タ
ソ
摘
発
の
権
限
が
与
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
全
国
民
は
信
仰
の
有
無
に
関
係
な
く
近
く
の
寺
と

寺
檀
関
係
を
結
ば
な
け
れ
ば
、
自
分
の
身
分
が
保
証
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
寺
の
側
か
ら
い
え
ば
、
ま
さ
に
干
天
の
慈
雨
の
如
き
思
い
が
し
た
わ
け
で
あ

る
し
、
こ
の
機
会
に
檀
家
を
経
営
基
盤
と
し
て
と
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ

が
現
在
迄
続
い
て
い
る
檀
家
制
度
の
出
発
点
で
あ
る
。
さ
て
寺
請
制
度
が
成
立
し

て
、
ほ
ぼ
三
十
年
経
過
し
、
寺
院
の
経
営
が
安
定
す
る
と
僧
侶
の
生
活
の
華
美
・

頽
廃
の
傾
向
が
み
え
で
き
た
の
で
幕
府
が
そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
寺
請
業
務

（
キ
リ
シ
タ
ン
摘
発
業
務
）
を
村
役
人
に
移
し
、
寺
の
権
限
を
削
減
す
べ
き
政
策

を
打
ち
出
し
た
の
が
寛
文
四
年
の
宗
門
奉
行
の
設
置
、
寛
文
五
年
の
寺
院
諸
法
度

の
制
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
幕
府
側
の
動
き
に
つ
い
て
、
熊
沢
蕃
山
は
排
仏
論

を
と
な
え
、
池
田
光
政
は
具
体
的
な
政
策
と
し
て
、
僧
侶
に
よ
る
寺
請
証
文
の
作

成
を
廃
止
し
、
神
主
を
中
心
と
し
た
神
道
請
証
文
の
提
出
を
打
出
し
た
。
先
述
の

産
土
神
・
寄
宮
制
度
は
、
単
な
る
淫
桐
邪
教
の
排
除
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
ら
神

主
に
神
道
請
を
さ
せ
る
前
提
作
業
で
あ
っ
た
。

　
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
八
月
三
日
、
池
田
光
政
は
、
領
民
に
対
し
て
、
宗
門

手
形
の
作
成
を
命
じ
た
。
そ
れ
は
寺
請
証
文
を
廃
止
し
て
神
道
請
証
文
に
改
正
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
証
文
の
雛
形
を
領
内
に
明
示
し
た
が
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
吉
利
支
丹
請
状

一6一



369

岡山藩の寺社整理政策について

一、

щ
V
、
代
々
真
言
宗
二
て
、
何
郡
何
村
何
寺
旦
那
二
て
御
さ
候
処
二
、
儒
道

　
　
二
存
付
、
神
道
を
学
ひ
、
当
何
月
幾
日
よ
り
仏
法
を
捨
、
儒
道
の
祭
祖
を

　
　
仕
、
生
所
神
を
信
し
申
候
故
、
即
何
宮
ノ
祢
宜
請
状
取
指
上
申
候

　
　
　
月
　
　
日
　
　
　
　
何
郡
何
村
ノ
某

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
池
田
光
政
日
記
』
）

と
、
ま
ず
本
人
が
こ
れ
ま
で
寺
請
状
を
も
ら
っ
て
い
た
寺
の
宗
派
・
寺
名
を
記

し
、
こ
の
寺
院
か
ら
離
れ
、
こ
れ
ま
で
の
仏
葬
祭
か
ら
儒
葬
祭
に
変
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
信
仰
す
る
の
は
生
所
神
（
産
土
神
）
で
あ
る
こ
と
を
記
さ
せ
た
。
こ
こ
で

宗
派
を
真
言
宗
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
宗
派
が
領
内
で
最
も
多
い
の
で
、
こ
れ

を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
仏
教
信
仰
を
す
て
、
何
月
何
日
よ
り

神
道
を
信
仰
す
る
こ
と
を
明
示
、
そ
れ
ゆ
え
宗
門
手
形
は
こ
れ
迄
の
寺
請
状
で
は

な
く
、
神
道
請
状
を
神
官
か
ら
提
出
さ
せ
る
こ
と
、
と
し
て
い
る
様
子
が
わ
か

る
。
神
道
請
状
の
案
文
は
神
主
が
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
書
式
は
、

一、

ｽ
郡
何
村
之
某
、
只
今
迄
真
言
宗
に
て
、
何
郡
何
村
何
寺
之
旦
那
二
て
、
即

　
　
請
状
指
上
申
候
へ
と
も
、
当
何
月
幾
日
よ
り
儒
道
二
お
も
む
き
神
道
を
学

　
　
ひ
、
生
所
神
（
産
土
神
）
何
宮
を
信
し
申
候
、
吉
利
支
丹
に
て
ハ
無
御
座
候
、

　
　
若
う
さ
ん
成
儀
御
座
候
ハ
x
、
私
罷
出
堵
明
可
申
候
、
傍
為
後
日
如
件
。

　
　
　
　
月
　
　
日
　
　
　
　
　
何
郡
何
村
何
宮
ノ
祢
宜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
池
田
光
政
日
記
』
）

と
、
あ
り
、
内
容
は
前
の
書
式
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
が
、
神
道
請
の
た
め
最
後

に
産
土
神
の
神
官
が
署
名
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
形
式

を
と
っ
て
い
る
。

　
翌
八
月
四
日
に
は
「
儒
二
志
申
老
ノ
き
り
し
た
ん
請
状
之
仕
様
、
代
官
頭
・
郡

奉
行
へ
申
渡
事
」
（
『
池
田
光
政
日
記
』
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
先
の
神
道
請

証
文
が
代
官
頭
・
郡
奉
行
を
通
じ
て
、
岡
山
藩
領
の
民
衆
に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
一
方
八
月
五
日
に
岡
山
藩
は
、
幕
府
へ
も
こ
の
「
神
道
請
証
文
」

作
成
に
つ
い
て
連
絡
を
し
て
い
る
。
「
き
り
し
た
ん
請
状
之
う
つ
し
、
大
和
（
老

中
久
世
広
之
）
・
内
膳
（
老
中
板
倉
重
矩
）
へ
遣
候
事
、
又
国
中
儒
二
志
申
候
老

お
ひ
た
た
し
く
候
間
、
何
か
と
さ
た
可
仕
と
存
候
へ
共
、
無
用
共
難
申
付
候
由
、

状
遣
候
事
」
（
『
池
田
光
政
日
記
』
）
。

　
や
や
時
が
た
っ
て
の
評
価
と
思
わ
れ
る
が
岡
山
藩
の
神
道
請
制
度
に
つ
い
て
幕

閣
の
評
価
は
つ
ぎ
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
稲
葉
美
濃
守
（
老
中
稲
葉
正
則
）
は
神
道
請
の
事
其
発
端
な
ら
ば
指
留
ら
る
る

　
理
あ
る
べ
し
、
最
早
国
中
に
令
あ
る
上
は
其
分
た
る
へ
し
と
あ
り
、
久
世
大
和

　
守
（
老
中
久
世
広
之
）
を
初
め
、
其
余
の
執
政
は
皆
可
否
の
論
な
し
、
か
く
て

　
そ
の
後
酒
井
（
老
中
酒
井
忠
清
）
よ
り
何
の
答
も
な
け
れ
は
、
存
分
の
こ
と
く

　
神
職
請
に
極
む
へ
し
や
と
申
さ
せ
給
へ
は
、
酒
井
い
か
に
も
然
る
へ
し
と
差
図

　
有
し
か
は
、
六
月
六
日
（
寛
文
七
年
か
）
天
下
の
宗
門
奉
行
北
条
安
房
守
（
切

　
支
丹
奉
行
北
条
正
房
）
・
保
田
若
狭
守
（
切
支
丹
奉
行
保
田
宗
雪
）
の
も
と
へ
、

　
能
勢
少
右
衛
門
・
伊
木
頼
母
（
岡
山
藩
宗
門
改
奉
行
）
を
以
て
、
右
の
旨
を
達

　
し
給
ふ
、
北
条
返
答
に
仏
を
捨
た
る
者
は
神
職
艶
然
る
へ
し
と
あ
り
、
保
田
は

　
一
段
然
る
べ
き
旨
と
そ
答
へ
け
り
。
（
『
池
田
家
履
歴
略
記
』
）

と
み
え
、
幕
閣
の
中
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
幕
府
が
全
国
で
す
す
め
て
き
た
寺
請

証
文
に
か
わ
り
、
岡
山
藩
の
み
が
神
道
請
証
文
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論

が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
し
か
し
結
論
と
し
て
い
え
ば
、
老
中
酒
井
忠
清
の
同

意
を
え
て
断
行
し
て
い
る
の
で
、
他
の
幕
閣
は
見
切
り
発
車
を
し
て
し
ま
っ
た
も

の
は
仕
方
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
と
り
た
て
て
岡
山
藩
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
も

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
寺
院
僧
侶
の
華
美
な
生
活
に
批
判
的
で
あ
っ
た
幕
藩
領
主

の
な
か
に
も
光
政
の
政
策
に
賛
同
者
は
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
坂
町
奉

行
彦
坂
壱
岐
守
重
治
は
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
三
月
十
八
日
、

　
備
前
之
様
に
こ
そ
不
成
共
、
諸
国
に
も
左
様
に
仕
度
候
、
坊
主
共
に
何
共
可
仕

　
様
無
之
候
由
、
当
所
に
て
承
候
に
、
御
家
中
民
迄
恭
存
御
仕
置
と
承
及
候
、

　
（
『
池
田
光
政
日
記
』
）

一7一



370

と
、
池
田
光
政
の
神
道
請
政
策
を
好
意
的
に
み
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。

　
神
道
請
の
方
が
寺
請
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
池
田
光
政
は
老
中
に
送

っ
た
書
簡
「
覚
」
（
寛
文
七
年
四
月
）
の
中
で
つ
ぎ
の
如
く
指
摘
し
て
い
る
。

　
只
今
迄
之
坊
主
ノ
請
状
よ
り
は
細
こ
て
、
槌
成
所
御
座
候
と
存
候
、
子
細
ハ
只

　
今
迄
は
た
と
へ
ば
う
さ
ん
な
る
者
御
座
候
て
も
、
坊
主
請
二
立
候
ヘ
ハ
、
其
分

二
見
の
か
し
候
義
も
可
雑
嚢
喀
候
、
又
坊
主
は
一
代
者
。
而
、
他
国
よ
り
も

　
す
は
り
候
ヘ
ハ
、
請
二
立
候
　
　
、
と
て
も
不
髄
成
義
と
被
存
候
、
只
今
ハ
五

　
人
組
申
付
、
其
氏
子
之
分
、
家
内
之
人
数
ヲ
社
人
手
前
二
書
付
置
、
死
人
在
之

　
候
ヘ
ハ
、
其
帳
之
名
ヲ
消
、
又
生
レ
候
者
御
座
候
ヘ
ハ
、
即
時
二
村
之
庄
屋
彼

　
社
人
へ
申
届
、
右
之
帳
二
付
置
、
毎
月
一
度
つ
つ
其
帳
面
之
人
数
ヲ
改
、
判
形

　
仕
候
様
二
申
付
置
候
、
若
其
内
二
き
り
し
た
ん
於
在
之
ハ
、
五
人
組
共
二
曲
事

　
二
可
申
付
と
か
た
く
申
付
置
候
事
。
（
岡
山
大
学
池
田
家
文
書
）

と
、
ま
ず
寺
請
状
よ
り
神
道
請
状
の
方
が
詳
細
で
あ
る
こ
と
、
坊
主
は
一
代
限
り

し
か
寺
に
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
出
身
地
が
他
国
で
あ
る
場
合
も
あ
り
、
地
元
の
様

子
に
明
る
く
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
神
官
の
場
合
は
地
元
で
生
れ
育
っ
て
い
る
の

で
、
近
隣
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
こ
と
、
今
回
か
ら
毎
月
一
回
つ
つ
帳
面
を
改
め

る
こ
と
に
し
た
こ
と
、
そ
の
折
家
族
の
人
数
、
生
没
者
を
確
認
す
る
こ
と
、
と
し

て
い
る
。
さ
ら
に
五
人
組
に
も
責
任
を
持
た
せ
た
こ
と
等
を
あ
げ
て
、
神
道
請
の

長
所
を
強
調
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
寺
請
証
文
の
作
成
は
寛
永
十
二
年
（
一
六
三

五
）
に
開
始
さ
れ
、
最
初
は
か
な
り
厳
し
く
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
摘
発
が
一
段
落
し
た
一
六
六
〇
年
段
階
で
は
き
わ
め
て
形
式
的
に
し
か
行
な

わ
れ
ず
、
三
年
に
一
回
か
六
年
に
一
回
そ
の
追
跡
調
査
を
す
る
と
い
う
形
態
で
あ

っ
た
の
で
、
毎
月
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
異
例
と
い
え
る
か
も
知
れ

な
い
。

　
し
か
し
宗
門
人
別
帳
の
作
成
が
毎
年
行
な
わ
れ
た
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

地
域
は
や
や
離
れ
時
代
は
か
な
り
さ
が
る
が
、
信
濃
国
佐
久
郡
桑
山
村
で
は
元
禄

元
年
（
一
六
八
八
）
～
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
の
一
二
五
年
間
で
九
九
冊
の
宗

門
人
別
帳
が
残
っ
て
お
り
、
同
郡
矢
嶋
村
に
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
～
慶
応

四
年
（
一
八
六
八
）
の
六
十
二
年
間
で
一
二
一
二
冊
残
っ
て
い
る
し
、
こ
れ
は
宗
派

単
位
の
寺
院
が
作
成
し
て
い
る
が
、
同
郡
五
郎
兵
衛
新
田
村
は
安
永
十
（
一
七
八

一）

`
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
九
十
一
年
間
で
、
宗
派
毎
の
宗
門
帳
も
含
め

る
と
八
二
七
冊
残
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
こ
の
地
域
で
は
毎
年
詳
細
な
宗
門

人
別
帳
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
本
来
は
こ
の
様
な
あ
り
方
だ
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
研
究
老
に
よ
っ
て
は
、
現
存
す
る
宗
門
人
別
帳
が
少
な
い

の
で
、
年
が
か
な
り
あ
い
て
作
成
さ
れ
た
か
の
如
く
思
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え

る
。　
次
に
岡
山
藩
の
神
道
請
の
実
態
を
若
干
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
貞
享
五
年
（
一

六
八
八
）
三
月
二
十
六
日
「
備
前
国
切
支
丹
井
類
族
死
人
帳
」
（
岡
山
大
学
池
田

家
文
書
）
に
よ
る
と
、
神
道
請
に
よ
り
儒
葬
祭
を
行
っ
た
人
物
を
何
人
か
拾
う
こ

と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
備
前
国
磐
梨
郡
佐
伯
村
吉
大
夫
前
之
女
房
の
場
合
は
次

の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
あ
　
　
わ
チ
さ
　
ま
が
　
タ
　

一、

蘭
[

　
　
　
此
者
寛
文
十
年
戌
ノ
十
月
廿
四
才
二
而
、
病
死
、
上
道
郡
竹
原
村
二
儒
法

　
　
　
之
葬
二
仕
候
。
此
者
儒
道
之
葬
二
仕
候
義
、
先
年
新
太
郎
（
池
田
光
政
）

　
　
　
時
分
、
北
条
安
房
守
・
保
田
若
狭
守
へ
神
道
用
旦
那
寺
無
之
者
、
神
道

　
　
　
請
二
而
茂
不
苦
義
二
可
有
之
哉
と
、
家
来
伊
木
頼
母
・
能
勢
少
右
衛
門
を

　
　
　
以
、
御
尋
候
処
、
切
支
丹
宗
門
之
者
ハ
、
神
儒
共
二
用
不
申
候
、
然
間
神

　
　
　
道
請
二
而
も
不
苦
由
と
差
図
二
付
、
望
次
第
神
道
二
申
付
、
儒
葬
二
仕
せ

　
　
　
候
。

と
、
み
え
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
き
ら
か
な
様
に
、
岡
山
藩
の
神
道
請
政
策
の
直
後

死
去
し
た
た
め
幕
府
の
切
支
丹
奉
行
の
許
可
を
え
て
儒
葬
祭
で
葬
式
を
行
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
他
同
様
の
葬
法
で
行
わ
れ
た
の
は
、
寛
文
九
年
八
月
脇

浜
屋
小
左
衛
門
女
房
六
十
七
才
病
死
、
同
年
八
月
絵
師
久
三
郎
六
十
三
才
病
死
、

同
年
十
一
月
卜
庵
女
房
六
十
六
才
病
死
、
同
月
市
左
衛
門
舅
七
十
八
才
病
死
、
寛
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岡山藩の寺社整理政策について

文
十
年
二
月
卜
庵
娘
こ
ぼ
五
十
一
才
病
死
、
同
年
十
月
く
ど
ぬ
り
惣
左
衛
門
女
房

七
十
六
才
病
死
、
寛
文
十
三
年
七
月
馬
方
市
兵
衛
女
房
七
十
八
才
病
死
、
延
宝
元

年
十
月
加
右
衛
門
七
十
二
才
病
死
、
同
二
年
九
月
忠
左
ヱ
門
六
十
才
、
延
宝
六
年

九
月
七
兵
衛
五
十
三
才
、
貞
享
四
年
五
月
ひ
る
二
十
二
才
病
死
等
で
あ
る
。
つ
ま

り
こ
の
十
一
名
は
、
池
田
光
政
の
神
道
請
政
策
に
よ
り
、
儒
葬
式
を
行
っ
て
い
る

様
子
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
岡
山
藩
領
の
切
支
丹
類
族
全
員
が
儒
葬
式
か

と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
同
史
料
の
な
か
で
仏
式
の
葬
祭

を
拾
っ
て
み
る
と
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
～
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
二

十
二
年
間
で
五
十
八
名
の
死
老
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
死
者
の
八
四
％

が
い
ず
れ
も
仏
式
の
葬
祭
で
あ
る
。
表
面
的
に
は
神
道
請
に
し
、
か
つ
儒
葬
式
の

よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
し
か
し
岡
山
藩
が
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
作
成
し
た
と
思
わ
れ
る
領
内
の

神
道
請
の
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
領
内
総
人
口
の
三
六
萬
三
八
＝
ハ
入
の
内
、
三

五
萬
六
一
四
二
人
が
寺
請
か
ら
神
道
請
に
変
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
領
内
の
九
七
・

九
％
が
神
道
請
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
れ
は
領
主
側
が

算
出
し
た
数
字
で
あ
る
。
葬
祭
の
実
態
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
寺
院
整
理
の
実
態
を
み
て
み
た
い
。

三
、
寺
院
整
理
政
策
の
意
図

　
池
田
光
政
は
寛
文
六
年
八
月
二
十
三
日
「
出
家
中
江
被
仰
渡
御
書
付
」
（
包
紙

の
書
式
）
を
領
内
の
寺
院
僧
侶
に
布
達
し
て
い
る
。
表
題
は
「
申
渡
覚
」
（
岡
山

大
学
池
田
家
文
書
）
と
あ
る
。
内
容
は
九
か
条
か
ら
な
り
、
か
な
り
の
長
文
で
あ

る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
旨
を
紹
介
し
て
み
る
と
、

　
ま
ず
第
一
条
で
は
徳
川
家
康
の
意
向
と
し
て
次
の
如
く
説
い
て
い
る
。

　
権
現
様
の
御
意
に
神
儒
仏
共
二
御
用
被
成
と
の
義
也
、
神
道
ハ
正
直
に
し
て
、

　
清
浄
な
る
を
本
と
し
、
儒
道
ハ
誠
に
し
て
仁
愛
な
る
を
尊
ひ
、
仏
道
ハ
無
欲
無

　
我
に
し
て
忍
辱
慈
悲
を
行
と
す
。

と
、
神
儒
仏
の
あ
る
べ
き
姿
を
ま
ず
明
示
し
て
い
る
。
し
か
し
池
田
光
政
は
現
在

儒
教
と
神
道
は
す
い
び
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
お
り
、
仏
教
の
み
が
さ

か
ん
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
実
態
を
次
の
如
く
批
判
し
て
い
る
。

　
坊
主
た
る
者
多
は
有
欲
有
我
に
し
て
、
け
ん
ど
ん
邪
見
也
、
己
か
不
律
破
戒
の

　
云
分
ニ
ハ
、
各
我
等
こ
と
き
の
凡
夫
ハ
、
善
行
を
な
す
事
な
ら
す
、
欲
悪
な
か

　
ら
あ
み
た
（
阿
弥
陀
）
を
頼
み
て
極
楽
に
生
す
、
た
い
も
く
（
題
目
）
た
に
と

　
な
ゆ
れ
ハ
成
仏
す
と
い
ふ
、
是
人
に
悪
を
教
也
、
自
今
以
後
如
此
ノ
邪
法
を
説

　
て
、
人
心
を
そ
こ
な
ひ
風
俗
を
乱
す
へ
か
ら
さ
る
事

と
、
ま
ず
僧
侶
は
無
欲
無
我
に
し
て
忍
辱
慈
悲
を
行
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、

実
際
は
有
欲
有
我
に
し
て
け
ん
ど
ん
邪
見
な
り
と
批
判
し
て
い
る
。
岡
山
藩
領
で

は
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
大
飢
謹
が
あ
っ
た
。
そ
の
折
の
農
民
生
活
は
さ
ん
た

ん
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
承
応
三
年
七
月
よ
り
翌
年
四
月
迄
の
「
国
中
改
覚
」
に

よ
る
と
、
「
国
中
人
数
　
二
十
五
万
九
十
六
人
、
死
人
三
千
六
百
八
十
四
人
、
飢

扶
持
遣
人
数
二
十
万
六
千
七
百
五
十
二
人
」
（
『
池
田
光
政
日
記
』
）
と
み
え
て
い

る
。
領
民
の
約
入
三
％
が
飢
人
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
藩
主
池
田
光
政
は
年
貢

率
を
一
ツ
物
成
（
年
貢
率
一
〇
％
）
迄
さ
げ
る
と
と
も
に
、
救
米
金
の
対
策
の
た

め
天
樹
院
（
秀
忠
の
娘
、
豊
臣
秀
頼
と
結
婚
、
大
坂
落
城
後
本
多
忠
刻
え
再
婚
、

忠
刻
没
後
落
飾
、
竹
橋
御
殿
に
入
る
）
に
懇
願
し
て
、
銀
三
千
貫
目
（
米
約
五
万

石
に
相
当
）
を
借
金
し
て
い
る
。
条
件
は
十
年
間
に
わ
た
り
一
年
間
銀
三
百
貫
目

（
米
約
五
千
石
）
ず
つ
支
払
い
返
却
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
非
常

時
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僧
侶
達
は
華
美
な
生
活
を
し
て
、
農
民
を
苦
し
め
、
藩
政

に
全
く
協
力
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
光
政
の
怒
り
で
も
あ
っ
た
。
約
十
年
間
た

っ
て
や
っ
と
財
政
の
立
直
し
が
で
き
た
光
政
に
と
っ
て
ま
ず
手
を
つ
け
た
の
が
憎

む
べ
き
寺
院
僧
侶
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
つ
ぎ
に
第
二
条
を
み
て
み
よ
う
。

　
何
と
伝
へ
あ
や
ま
り
候
や
、
国
中
の
仏
者
及
迷
惑
候
由
、

と
、
光
政
の
寺
院
整
理
政
策
を
批
判
す
る
の
は
筋
違
い
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
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さ
ら
に
一
歩
す
す
め
て
、

　
今
の
仏
法
ノ
ま
よ
ひ
を
さ
と
り
、
神
道
の
正
直
、
儒
学
の
大
道
に
お
も
む
か
ん

　
と
思
ふ
老
は
心
次
第
た
る
へ
し
。

と
、
仏
教
を
捨
て
、
神
道
や
儒
教
へ
お
も
む
く
者
を
歓
迎
し
て
い
る
様
子
が
わ
か

る
。
第
三
条
で
は
、

　
比
丘
・
比
丘
尼
の
多
は
国
民
を
き
か
ん
（
飢
寒
）
せ
し
む
る
本
な
れ
ハ
、
非
を

　
さ
と
り
、
還
俗
す
る
者
ハ
す
き
は
ひ
を
あ
た
ふ
へ
き
事
。

と
、
僧
や
僧
尼
は
民
衆
か
ら
収
奪
し
、
民
衆
の
生
活
を
飢
寒
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
現
在
の
生
活
を
反
省
し
て
、
還
俗
（
出
家
を
や
め
て
俗
人
に
も
ど
る
）
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
生
活
を
保
証
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
第
四
条
で
は
、

　
　
出
家
の
中
、
或
ハ
老
人
、
或
ハ
病
者
、
或
ハ
無
才
文
盲
な
る
者
は
と
り
わ
け

　
不
便
の
事
也
、
惣
し
て
坊
主
た
る
者
邪
法
を
た
に
な
さ
す
は
、
墓
守
と
心
得
て

　
養
置
へ
き
事
。

と
僧
侶
の
内
老
人
・
病
人
あ
る
い
は
無
学
の
老
は
と
り
わ
け
不
便
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
ら
は
墓
守
と
心
得
て
養
っ
て
お
い
て
も
良
い
と
し
て
い
る
。

　
第
五
条
で
は
、

　
神
道
は
正
直
を
先
と
し
、
儒
道
は
誠
を
本
と
す
、
誠
な
る
時
ハ
明
也
、
明
な
る

　
時
ハ
正
直
也
、
我
民
た
ら
ん
者
ハ
心
二
誠
を
た
て
、
ま
よ
ひ
を
は
ら
し
、
正
直

　
を
失
ふ
こ
と
な
か
れ
。

光
政
の
考
え
で
は
、
仏
教
を
捨
て
て
、
は
や
く
儒
教
、
神
道
へ
帰
入
し
な
さ
い
と

説
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
は
神
官
に
対
し
て
も
、
一
定

の
歯
止
め
を
し
て
い
る
。
第
六
条
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
社
家
仏
者
に
か
わ
り
て
奢
を
な
す
へ
か
ら
す
。
不
測
の
神
道
に
そ
む
い
て
、
み

　
た
り
に
き
た
う
（
祈
祷
）
を
な
し
、
人
の
財
を
や
ふ
る
へ
か
ら
さ
る
事
。

と
、
神
官
が
現
世
利
益
の
祈
祷
に
専
念
し
、
民
衆
か
ら
収
奪
を
し
な
い
様
に
い
ま

し
め
て
い
る
。
第
七
条
は
、
寺
が
堂
塔
伽
藍
を
建
て
る
の
を
禁
じ
て
い
る
。

　
国
中
山
林
あ
れ
、
材
木
・
薪
不
自
由
の
問
、
（
中
略
）
堂
寺
を
新
く
建
る
を
す

　
へ
か
ら
す
、
破
損
せ
は
其
ま
玉
に
て
修
理
を
加
へ
、
或
ハ
た
N
み
て
少
く
す
へ

　
き
事
。

と
、
先
述
の
如
く
き
き
ん
以
来
、
山
林
の
荒
廃
が
続
い
て
い
る
の
で
、
堂
塔
伽
藍

の
新
築
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
修
理
に
も
制
限
を
加
え
て
い
る
様
子
が
わ
か

る
。
さ
ら
に
修
理
を
要
す
る
も
の
は
畳
ん
で
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
廃
寺

に
す
べ
き
と
い
う
。
し
か
し
一
方
で
、
先
祖
供
養
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
で
あ
っ

た
。
第
八
条
で
は
、

　
神
儒
の
わ
き
ま
へ
あ
る
老
ハ
各
別
な
り
、
さ
な
き
者
は
ミ
た
り
に
寺
を
捨
へ
か

　
ら
す
。
今
迄
の
寺
を
か
玉
ゑ
、
坊
主
を
養
置
へ
し
、
た
と
へ
わ
き
ま
へ
有
共
、

　
其
上
墓
所
有
之
二
お
い
て
ハ
、
今
迄
遣
し
来
る
物
ハ
可
遣
、
奢
を
助
事
な
く
ハ

　
可
也
。

神
儒
の
わ
き
ま
え
あ
る
も
の
は
、
仏
教
を
捨
て
て
も
い
い
が
、
そ
う
で
な
い
者
は

寺
を
捨
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
特
に
寺
に
墓
を
持
っ
て
い
る
者
は
、
先
祖
の
菩
提

を
弔
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
寺
院
へ
の
喜
捨
が
寺
院
の
繁
栄
に

つ
な
が
ら
な
け
れ
ば
良
い
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
箇
条
は
こ
れ
迄
と
こ
と

な
り
、
池
田
光
政
が
、
強
引
に
仏
教
か
ら
神
道
へ
変
え
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。

　
第
九
条
は
神
葬
祭
の
も
ち
方
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
神
葬
祭
は
質
素
で
心

の
こ
も
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
い
い
と
い
っ
て
い
る
。

　
祭
は
神
道
の
印
に
、
分
限
有
之
者
ハ
、
の
し
に
や
き
し
ほ
（
焼
塩
）
を
そ
へ
、

　
そ
れ
も
及
か
た
き
者
ハ
、
か
つ
ほ
（
鰹
）
か
た
つ
く
り
（
田
作
の
ご
ま
め
）
か

　
を
、
く
わ
し
（
菓
子
）
の
上
に
く
ハ
ふ
る
と
も
可
也
、
祭
の
膳
ハ
其
家
こ
し
て

　
朝
夕
用
る
物
に
念
を
入
か
、
或
ハ
親
の
生
き
て
い
ら
れ
た
ら
、
如
此
し
て
ふ
る

　
ま
ふ
（
振
舞
）
へ
き
と
思
ふ
ほ
と
に
し
て
可
也
。

と
、
神
葬
祭
の
折
の
供
え
物
は
、
死
老
の
生
前
の
食
卓
に
一
品
か
二
品
加
え
た
程

度
の
も
の
で
良
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
祭
式
に
つ
い
て
は
．
、
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喪
ハ
別
を
な
け
く
の
か
な
し
ひ
を
本
と
し
、
祭
ハ
い
ま
す
か
こ
と
く
の
敬
を
本

　
と
す
へ
し
、
天
地
の
道
ハ
易
簡
な
り
、
事
む
つ
か
し
き
ハ
大
道
二
あ
ら
す
。

と
祭
式
は
死
者
の
生
前
の
思
い
を
近
親
者
が
心
を
も
っ
て
と
む
ら
え
ば
良
い
と
し

て
い
る
。

　
以
上
の
様
に
池
田
光
政
の
布
達
は
、
合
理
主
義
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
が
、
親

子
の
心
情
、
君
臣
の
道
な
ど
を
封
建
的
倫
理
（
儒
教
道
徳
）
の
な
か
で
と
い
て
い

る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
寺
院
整
理
直
前
の
岡
山
藩
領
の
各
宗
寺
院
の
分

布
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

四
、
領
内
に
お
け
る
各
宗
派
の
分
布

　
第
二
表
は
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
「
備
前
備
中
御
領
分
寺
数
帳
」
（
岡
山
大
学

池
田
家
文
書
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
岡
山
藩
が
寛
文
六
～
七
年

（
＝
ハ
六
六
～
七
）
に
わ
た
り
領
内
の
寺
院
整
理
を
行
な
い
、
そ
の
追
跡
調
査
を

行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
書
式
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
一
、
九
拾
壱
軒
　
赤
坂
郡

　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
四
拾
八
軒
内
　
廿
三
軒
　
　
天
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拾
七
軒
　
　
真
言
　
有
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
軒
　
　
日
蓮

四
拾
三
軒
内
　
三
　
軒

　
　
　
　
　
　
五
　
軒

　
　
　
　
　
　
三
拾
五
軒

天
台
真
言
　
絶
寺

日
蓮

と
あ
る
。
つ
ま
り
一
郡
単
位
で
総
軒
数
（
寺
院
数
）
を
記
し
、
有
寺
（
残
存
し
た

寺
）
と
絶
寺
（
整
理
さ
れ
た
廃
絶
寺
）
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
毎
の
数
字
を

書
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
合
計
し
た
の
が
、
第
二
表
で
あ
る
。
こ

れ
で
整
理
直
前
の
寺
院
分
布
を
推
定
し
て
み
た
い
。
．
と
こ
ろ
で
「
備
前
・
備
中
御

領
分
寺
数
帳
」
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
代
官
単
位
に
書
出
し
を
命
じ
、
そ

れ
を
郡
毎
・
宗
派
毎
に
整
理
し
た
台
帳
が
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
様

な
史
料
は
現
存
し
な
い
。
し
か
し
後
年
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
様
の
形
式
の
も

の
が
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
『
備
陽
記
』
（
岡
山
大
学
池
田
家
文
書
）
に
あ
る

の
で
紹
介
し
て
み
る
と
、
巻
五
に
「
赤
坂
郡
寺
方
宗
旨
本
寺
本
尊
寺
領
語
伝
之
事
」

と
あ
っ
て
、
現
存
す
る
寺
の
分
は
次
の
よ
う
な
書
式
で
あ
る
。

　
　
　
赤
坂
郡
之
内
寺
之
事

一、

V
台
宗
高
倉
山
宿
雲
寺
地
福
院
　
　
牟
佐
村
之
内

　
　
　
本
寺
銘
金
山
観
音
寺
　
本
尊
観
音

一
、
天
台
宗
金
光
山
徳
行
寺
大
乗
院
　
　
同
村
之
内

　
　
　
本
寺
銘
金
山
観
音
寺
　
本
尊
阿
弥
陀

｝
、
真
言
宗
金
光
山
善
教
寺
円
寿
院
　
　
馬
屋
村
之
内

　
　
　
本
寺
御
野
郡
三
野
村
法
界
院
　
本
尊
千
手
観
音
（
下
略
）

と
い
う
よ
う
な
形
式
で
あ
る
。
ま
た
廃
絶
寺
に
つ
い
て
は
、
巻
第
二
十
に
あ
り
、

「
赤
坂
郡
古
寺
（
跡
）
之
事
」
と
し
て
、

　
一
、
日
蓮
宗
尾
野
岡
山
妙
蓮
寺
　
　
斗
有
村
之
内
ニ
ア
リ

　
　
本
寺
金
川
妙
国
寺

、
同
宗
東
光
山
妙
立
寺

　
　
本
寺
金
川
妙
国
寺

、
同
宗
要
法
山
新
福
寺

　
　
本
寺
岡
山
蓮
昌
寺

　
　
（
下
略
）

本
尊
釈
迦
多
宝

　
　
　
町
苅
田
村
之
内
ニ
ア
リ

本
尊
釈
迦

　
　
　
由
津
里
村
之
内
ニ
ア
リ

本
尊
釈
迦

と
、
　
　
　
　
　
　
廃
絶
寺
の
い
ず
れ
も
山
号
・
寺
号
・
村
名
・
本
寺
・
本
尊
等

を
書
出
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
現
在
の
岡
山
藩
領
の
寺
院
数
を
か
か
げ
る
と
第
二
表
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の
如
く
で
あ
る
。
ま
ず
宗
派
毎
に
み
て
み
る
と
、
第
一
位
は
真
言
宗
の
四
〇
一
か

寺
で
全
体
の
約
三
八
・
七
％
、
第
二
位
は
日
蓮
宗
の
三
九
七
か
寺
で
約
三
八
．
三

％
で
あ
る
。
よ
く
「
備
前
法
華
に
安
芸
門
徒
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
多

い
の
は
真
言
宗
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
少
し
こ
の
両
宗
派
に
つ
い
て
み
て
み
よ

う
。
真
言
宗
は
、
寛
永
年
間
の
本
末
帳
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
寺
院
整
理
後
の

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
「
備
前
国
古
義
真
言
宗
本
末
帳
」
（
水
戸
市
彰
考
館
文
庫

所
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
仁
和
寺
末
寺
が
六
七
か
寺
、
高
野
山
多
聞
院
末
寺
が
六
一
か

寺
、
同
西
南
院
末
寺
が
四
七
か
寺
、
同
随
心
院
末
寺
が
三
七
か
寺
、
同
金
剛
院
末

寺
が
五
か
寺
、
同
高
祖
院
末
寺
が
四
か
寺
、
新
義
真
言
宗
醍
醐
三
宝
院
末
寺
が
三

か
寺
の
合
計
二
二
四
か
寺
が
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
圧
倒
的
に
古
義
真
言
宗
寺
院

が
多
い
。

　
一
方
日
蓮
宗
は
、
い
ず
れ
も
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
残
る
史
料
で
あ
る

が
、
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
「
上
京
妙
覚
寺
諸
末
寺
覚
」
に
は
、
備
前
国
と
し

て
二
十
一
か
寺
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
「
違
背
」
と
注
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
史
料
の
奥
書
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。
「
就
今
般
法
理
之
一

義
、
構
邪
義
未
相
従
、
不
義
之
寺
者
違
背
と
書
付
申
候
、
違
背
申
候
末
寺
多
分
御

座
候
」
と
み
え
、
備
前
の
一
＝
か
寺
は
す
べ
て
違
背
と
あ
る
の
で
、
不
受
不
施
派

寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
内
寺
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
五
か
寺
で
あ
る
。
蓮
昌
寺
・
妙
善
寺

・
妙
国
寺
・
道
林
寺
・
実
成
寺
・
大
乗
寺
・
南
光
寺
・
妙
勝
寺
・
大
林
寺
・
神
宮

寺
・
大
久
寺
・
実
教
寺
・
本
興
寺
・
法
鏡
寺
・
石
井
寺
で
あ
る
。
こ
の
場
合
い
ず

れ
も
備
前
の
有
力
な
日
蓮
宗
寺
院
で
あ
る
こ
と
も
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
尚
妙

覚
寺
末
寺
帳
に
は
隣
接
す
る
美
作
国
に
は
八
か
寺
、
備
中
国
四
か
寺
あ
り
そ
れ
は

い
ず
れ
も
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
合
せ
る
と
こ
の
地
域
は
三
三

か
寺
と
な
り
、
妙
覚
寺
末
寺
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
占
め
、
当
地
域
は
全
国
で
も
日

蓮
宗
不
受
不
施
派
の
一
大
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
に
池
田
光

政
の
寺
院
整
理
政
策
で
も
日
蓮
宗
が
そ
の
焦
点
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
他
日

第2表岡山藩領の寺院数の分布
延宝3年（1675）御領分寺数帳

郡　名 天　台 真　言 浄　土 一　向 日　蓮 禅 合　計 村　数 一村当りの寺

御野 22 22 13 13 108 15 193 101 1．9

上道 28 83 1 0 13 6 131 94 1．4

邑久 19 87 0 1 18 0 125 68 1．8

和気 12 49 1 4 26 0 92 83 1．1

磐梨 6 0 0 0 46 0 52 64 0．8

赤坂 26 22 0 0 43 0 91 94 1．0

津高 7 6 0 1 131 0 145 93 1．6

児島 1 90 0 0 2 23 116 79 1．5

備中 27 42 1 1 10 10 91 36 2．5

合計 148 401 16 20 397 54 1，036 712 1．5

％ 14．3 38．7 1．6 1．9 38．3 5．2 100
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蓮
宗
で
は
同
年
「
京
都
本
国
寺
末
寺
帳
」
に
備
前
国
は
妙
国
寺
・
妙
光
寺
・
法
蔵

寺
・
安
全
寺
の
四
か
寺
が
み
え
る
。
同
年
「
妙
満
寺
末
寺
帳
」
に
は
備
前
国
に
は

法
泉
寺
・
本
成
寺
の
二
か
寺
が
み
え
る
。
同
年
「
京
妙
顕
寺
末
寺
帳
」
に
は
備
前

国
は
長
久
寺
・
妙
善
寺
・
光
顕
寺
の
三
か
寺
が
み
え
る
。
同
年
「
洛
陽
本
能
寺
（
末

寺
帳
）
」
に
は
備
前
国
は
本
蓮
寺
・
松
寿
寺
・
感
応
寺
が
み
え
る
。

　
第
三
位
は
天
台
宗
一
四
八
か
寺
で
約
一
四
二
二
％
で
あ
る
。
真
言
宗
・
日
蓮
宗

に
比
較
す
る
と
や
や
寺
数
は
見
劣
り
が
す
る
が
、
一
大
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
に
は

変
り
が
な
い
。
天
台
宗
は
備
前
地
方
に
は
古
く
か
ら
勢
力
を
も
っ
て
い
た
金
山
寺

遍
照
院
が
中
本
山
で
あ
る
。
天
台
宗
も
寛
永
年
間
の
本
末
帳
は
な
い
が
、
天
明
六

年
（
一
七
八
六
）
「
備
前
国
銘
金
山
遍
照
院
惣
末
寺
帳
」
（
岡
山
市
金
山
寺
所
蔵
）

に
よ
る
と
、
備
前
・
備
中
で
一
四
七
か
寺
の
末
寺
と
書
上
げ
て
い
る
。
本
山
は
江

戸
上
野
の
東
叡
山
寛
永
寺
で
あ
る
。

　
第
四
位
は
禅
宗
で
五
四
か
寺
、
約
五
・
二
％
で
あ
る
。
禅
宗
は
臨
済
宗
妙
心
寺

派
の
国
清
寺
が
藩
領
域
の
九
〇
％
の
末
寺
を
押
え
て
お
り
、
そ
の
残
り
を
曹
洞
宗

と
黄
奨
宗
で
支
配
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
第
五
位
は
一
向
宗
で
二
〇
か
寺
で
あ
る
が
、
御
野
郡
（
城
下
を
含
む
）
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
東
本
願
寺
末
七
に
対
し
て
西
本
願
寺
末
は
三
で
、
圧

倒
的
に
東
本
願
寺
末
寺
が
多
い
、
し
か
し
こ
の
宗
派
は
城
下
の
町
場
に
そ
の
檀
家

を
も
っ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
第
六
位
浄
土
宗
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
本
寺

は
京
都
知
恩
院
が
多
く
、
京
都
光
明
寺
末
も
若
干
み
う
け
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
岡
山
藩
領
に
お
け
る
宗
勢
は
真
言
宗
・
日
蓮
宗
・
天
台
宗
の
三

宗
派
を
合
せ
る
と
約
九
一
・
三
％
あ
り
、
こ
の
三
宗
派
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
寺
院

整
理
政
策
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
に
寺
院
整
理
の
実
態
を
み
て
み
た

い
。

五
、
寺
院
整
理
の
実
態

　
第
三
表
は
寛
文
六
～
七
年
（
一
六
六
六
～
七
）
に
池
田
光
政
が
領
内
寺
院
を
破

却
・
整
理
し
た
数
字
で
あ
る
。
利
用
し
た
史
料
は
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
「
備

前
備
中
御
領
分
寺
数
帳
」
（
岡
山
大
学
池
田
家
文
書
）
で
あ
る
。

　
ま
ず
全
体
の
処
分
率
か
ら
み
て
み
よ
う
。
寛
文
六
年
現
在
の
総
寺
院
数
が
一
〇

三
六
か
寺
で
あ
る
の
で
、
破
却
・
整
理
寺
数
五
九
八
か
寺
で
比
率
を
出
し
て
み
る

と
、
約
五
七
・
七
％
と
い
う
高
率
を
算
出
す
る
。
岡
山
藩
は
こ
の
段
階
で
六
割
に

近
い
寺
を
破
却
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
破
却
寺
院
数
の
六
割
近
く
が
日

蓮
宗
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
で
き
る
。

　
次
に
宗
派
毎
の
処
分
率
を
出
し
て
み
る
と
、
第
一
位
は
日
蓮
宗
で
約
八
七
・
七

％
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
処
分
率
と
い
え
る
。
郡
毎
に
も
う
少
し
く
わ
し
く
み
て
み

る
と
、
寺
数
が
最
も
多
い
の
は
津
高
郡
一
二
↓
二
か
寺
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
郡
の

日
蓮
宗
寺
院
の
約
九
四
％
を
破
却
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
い
で
多
い
の
は
御

野
郡
九
五
か
寺
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
八
八
％
に
な
る
。
こ
れ
以
外
の
郡
は
や
や
数

字
が
さ
が
る
の
で
、
処
分
率
で
み
て
み
る
と
、
磐
梨
郡
・
児
島
郡
は
す
べ
て
破
却

で
一
〇
〇
％
の
処
分
率
で
あ
る
。
赤
坂
郡
と
備
中
も
八
〇
～
八
一
％
の
処
分
で
あ

る
。
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
池
田
光
政
の
寺
院
整
理
の
焦
点
が
日
蓮
宗
弾

圧
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
日
蓮
宗
な
の
か
に
つ
い
て
次

に
み
て
み
よ
う
。

　
第
四
表
は
寛
文
六
～
七
年
破
却
さ
れ
た
日
蓮
宗
寺
院
を
追
跡
し
た
も
の
で
あ

る
。
上
段
に
は
本
寺
名
を
か
か
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
末
寺
数
を
郡
毎
に
表
示
し
た
。

妙
善
寺
・
妙
国
寺
・
蓮
昌
寺
・
妙
泉
寺
は
い
ず
れ
も
京
都
妙
覚
寺
の
直
末
寺
で
あ

る
。
こ
こ
で
京
妙
覚
寺
と
し
た
欄
は
備
前
・
備
中
の
直
末
寺
の
数
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
妙
覚
寺
末
寺
は
直
末
・
又
末
・
孫
末
を
含
め
る
と
、
全
体
で
二
一
二
五
か
寺

が
こ
の
段
階
で
破
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
破
却
寺
院
総
数
の
二
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第3表　寛文6～7年破却・整理された寺 御領分寺数帳

天　台 真　言 浄　土 一　向 日　蓮 禅 合　計

御野 2 2 2 2 95 1 104

上道 6 24 10 40

邑久 7 62 9 78

和気 3 14 20 37

磐梨 2 46 48

赤坂 3 5 35 43

津高 2 6 1 123 132

児島 41 2 3 46

備中 23 29 1 8 9 70

合計 48 183 2 4 348 13 598

％ 8．0％ 30．6 0．3 0．7 58．2 2．2 100

処分率 32．4％ 45．6 12．5 20．0 87．7 24．1 57．7

第4表　寛文6～7年破却された日蓮宗寺院
「備陽紀」より作成

妙善寺 妙国寺 蓮昌寺 妙泉寺
京妙覚寺 京妙顕寺 京本能寺 小湊

a生寺
不　明 計

御野 20 22 12 9 3 5 71

上道 6 6

邑久 1 1 1 3

和気 6 1 9 3 19

磐梨 9 22 4 1 5 41

赤坂 1 13 5 10 29

津高 46 51 1 5 103

児島 1 1 2

備中 3 1 1 1 6

計 67 96 34 22 16 5 4 12 24 280

（不明差引256）
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岡山藩の寺社整理政策について

八
〇
か
寺
か
ら
不
明
分
二
四
か
寺
を
差
引
く
と
二
五
六
か
寺
と
な
る
が
、
そ
れ
で

比
率
を
出
す
と
、
九
一
・
八
％
に
あ
た
る
。
池
田
光
政
の
日
蓮
宗
弾
圧
の
真
意
が

日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の
本
山
で
あ
る
妙
覚
寺
派
に
ほ
ぼ
限
定
し
て
、
寺
院
破
却
を

し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
領
内
本
寺
で
最
も
末
寺
を
か
か

え
て
い
る
妙
国
寺
・
第
二
位
の
妙
善
寺
、
さ
ら
に
第
四
位
の
妙
泉
寺
の
三
大
寺
も

こ
の
時
破
却
し
て
い
る
。
わ
ず
か
に
蓮
昌
寺
だ
け
は
そ
の
難
を
の
が
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
破
却
三
か
寺
の
実
態
を
み
て
み
よ
う
。

　
妙
国
寺
は
備
前
国
津
高
郡
金
川
村
（
御
津
郡
御
津
町
金
川
）
に
あ
っ
た
大
寺
で
、

塔
頭
一
〇
坊
を
抱
え
て
い
た
。
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
「
津
高
郡
奥
寛
文
年
中

亡
所
仕
古
寺
書
上
帳
」
（
岡
山
大
学
池
田
家
文
書
）
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
同
郡
金
川
村
昌
山
妙
国
寺

　
一
、
古
寺
之
跡
　
壱
ケ
所

　
　
　
　
右
者
日
蓮
宗
京
都
妙
覚
寺
末
寺
二
而
御
座
候
、
寛
文
年
中
ず
以
前
二
無

　
　
　
　
住
二
成
居
申
候
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
塔
頭
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
還
俗
し
て
、
俗
人
と
な
り
、

田
地
は
還
俗
人
に
渡
し
耕
作
さ
せ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
本
住
院
（
還
俗
人
了
運

～
彦
十
郎
）
・
教
蓮
坊
（
理
正
）
・
本
光
坊
（
林
花
）
・
善
住
坊
（
更
安
）
・
円
住
院

（
慶
要
）
・
要
玄
坊
（
玄
事
）
・
乗
円
坊
（
五
右
衛
門
）
・
一
行
坊
（
理
清
）
・
大
乗

坊
（
宗
玄
）
・
養
林
坊
（
要
規
）
等
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
僧
侶
か
ら
農
民
と
な
っ

て
い
る
。
妙
国
寺
の
破
却
直
前
に
お
け
る
本
末
関
係
に
つ
い
て
史
料
で
追
い
か
け

て
み
る
と
、

　
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
閏
八
月
「
妙
国
寺
本
末
諸
寺
誓
状
」
（
藤
井
駿
『
日

蓮
宗
不
受
不
施
派
史
料
』
）
に
よ
れ
ば

　
　
本
末
諸
寺
異
体
同
心
掟
状
之
事

　
一
、
今
度
受
不
施
江
諸
寺
通
融
之
義
縦
有
之
候
共
、
当
山
者
三
百
年
従
以
前
、

　
　
　
諺
法
於
不
受
、
不
受
不
施
堅
固
霊
地
故
、
今
又
受
不
施
汐
如
何
様
之
出

　
　
　
来
候
共
、
本
末
一
同
二
祖
肺
之
立
義
堅
固
可
相
守
者
也
、
若
於
違
背
輩

者
、
法
花
経
中
三
宝
仏
陀
御
罰
可
罷
蒙
者
也
、

衆
ハ
連
判
有
間
布
、
傍
掟
状
如
件
。

寛
文
元
辞
閏
八
月
　
日

自
然
別
心
之
志
所
存
之

妙
国
寺
本
末

と
あ
る
。
妙
国
寺
が
末
寺
に
対
し
て
、
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の
教
義
を
堅
く
守
る

べ
き
こ
と
を
誓
約
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
時
署
名
し
た
の
は
、
妙
国
寺
末
寺
の
九
九

か
寺
で
あ
る
。

　
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
四
月
、
岡
山
藩
は
日
蓮
宗
寺
院
に
対
し
て
宗
旨
改
証

文
の
提
出
を
命
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
妙
国
寺
末
寺
も
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し

て
い
る
。
妙
国
寺
末
寺
の
も
の
の
み
で
一
三
八
か
寺
に
の
ぼ
る
。
書
式
は
次
の
様

な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
宗
旨
御
改
之
事

　
一
、
津
高
郡
今
岡
村
妙
教
寺
、
生
れ
同
郡
山
崎
村
、
歳
四
十
、
代
々
日
蓮
宗
二

　
　
　
て
御
座
候
、
若
従
御
公
儀
様
宗
門
之
儀
二
付
御
改
御
座
候
ハ
X
我
等
罷
出

　
　
　
御
断
可
申
上
候
、
為
後
日
如
件
。

　
　
　
　
　
　
寛
文
五
年
卯
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妙
教
寺
（
花
押
）

　
金
川
妙
国
寺
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋
勝
右
衛
門
（
花
押
）

　
寛
文
元
年
に
不
受
不
施
派
の
結
束
を
か
た
め
、
同
五
年
に
末
寺
の
宗
旨
人
別
も

書
上
げ
た
も
の
が
、
よ
も
や
寺
院
整
理
の
台
帳
に
な
る
ど
は
、
妙
国
寺
も
末
寺
も

予
想
が
つ
か
な
か
っ
た
と
思
う
。
池
田
光
政
側
か
ら
す
れ
ば
用
意
周
到
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

　
妙
善
寺
は
備
前
国
御
野
郡
津
嶋
村
（
岡
山
市
）
に
あ
っ
た
大
寺
、
「
御
野
郡
南

方
村
組
寛
文
六
年
亡
所
仕
古
寺
書
上
帳
」
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
嶋
村
鷲
林
山
　
　
妙
善
寺
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一
、
古
寺
之
跡
壱
ケ
所

　
　
　
　
右
者
日
蓮
宗
二
而
御
座
候
。
本
堂
・
寺
家
井
福
居
之
浄
円
寺
共
、
屋
敷

　
　
　
　
畑
畝
壱
町
七
反
七
畝
拾
五
歩
御
免
地
高
引
二
成
居
申
候
所
、
寛
文
六
年

　
　
　
　
神
道
二
成
候
節
、
住
持
井
寺
家
下
寺
共
出
家
中
不
残
引
退
仕
申
候
二
付
、

　
　
　
　
寺
亡
所
仕
申
候
、
其
後
御
払
二
成
、
被
為
仰
付
本
堂
井
本
尊
不
残
仲
買

　
　
　
　
共
落
札
二
成
申
候
、
跡
屋
敷
、
畑
八
反
拾
三
歩
、
延
宝
九
年
汐
貞
享
三

　
　
　
　
　
　
　
　
が
レ

　
　
　
　
迄
年
々
発
二
被
仰
付
御
年
貢
払
上
申
候
、
残
畝
山
林
二
罷
成
居
申
候
、

　
　
　
　
畑
ハ
村
中
惣
作
二
仕
居
申
候
。

と
妙
善
寺
の
住
職
や
弟
子
達
が
寛
文
六
年
寺
か
ら
退
出
し
た
こ
と
、
そ
の
折
本
堂

と
本
尊
は
仲
買
人
が
落
札
し
た
こ
と
、
土
地
の
ほ
ぼ
半
分
は
年
貢
地
に
入
れ
年
々

年
貢
を
納
め
て
い
る
こ
と
、
半
分
は
村
惣
作
し
て
い
る
事
等
記
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
は
売
却
代
金
は
住
職
に
支
払
っ
た
と
は
記
し
て
い
な
い
の
で
藩
の
収
入
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ぎ
は
妙
泉
寺
で
あ
る
。

　
妙
泉
寺
は
備
前
国
磐
梨
郡
宗
堂
村
（
赤
磐
郡
瀬
戸
町
）
に
あ
っ
た
大
寺
、
「
寛

文
年
中
亡
所
仕
古
寺
書
上
帳
」
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磐
梨
郡
宗
堂
村
宗
堂
山
　
妙
泉
寺

　
一
、
古
寺
跡
壱
ケ
所

　
　
　
右
者
日
蓮
宗
京
都
妙
覚
寺
末
寺
二
而
御
座
候
、
寛
文
五
年
二
末
寺
之
義
に

　
　
　
付
、
御
追
放
被
為
仰
付
、
跡
株
田
畑
共
二
不
残
村
作
二
成
居
申
所
二
、
元

　
　
　
禄
十
六
年
6
同
郡
父
浄
徳
右
衛
門
二
御
預
ケ
被
為
成
候
、
外
二
山
林
壱

　
　
　
ケ
所
御
林
二
罷
成
居
申
候
、
前
ず
御
年
貢
地
二
而
年
々
御
年
貢
払
上
申
候
。

と
あ
る
。
妙
泉
寺
は
「
寛
文
五
年
末
寺
之
儀
二
付
、
御
追
放
被
為
仰
付
」
と
あ
る
。

長
光
徳
和
・
妻
鹿
淳
子
『
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
読
史
年
表
』
の
寛
文
六
年
八
月
三

日
の
条
に

備
前
磐
梨
郡
大
苅
田
村
妙
泉
寺
の
住
持
教
光
坊
、
許
可
な
く
無
住
の
同
郡
瀬
戸

村
妙
長
寺
に
居
住
し
た
た
め
、
追
放
さ
れ
る
。
同
関
係
者
の
宗
堂
村
妙
泉
寺
・

　
大
苅
田
村
妙
泉
寺
・
神
田
村
知
丹
は
追
放
さ
れ
、
瀬
戸
村
庄
屋
平
左
衛
門
．
頭

　
百
姓
次
郎
兵
衛
、
籠
舎
さ
れ
る
。

と
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
寛
文
五
年
で
は
な
く
六
年

の
こ
と
で
あ
る
。
末
寺
住
職
の
不
義
の
た
め
妙
泉
寺
が
追
放
さ
れ
て
い
る
様
子
が

わ
か
る
。
田
畑
等
は
す
べ
て
没
収
さ
れ
村
作
に
廻
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
有
力
な
中
本
山
三
か
寺
は
寛
文
六
年
の
段
階
で
潰
さ
れ
て
い
る

様
子
が
わ
か
っ
た
。
わ
ず
か
蓮
昌
寺
の
み
が
存
在
を
許
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
寺

と
て
末
寺
三
五
か
寺
を
こ
の
段
階
で
潰
さ
れ
て
い
る
。

　
「
備
陽
記
」
に
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
現
在
日
蓮
宗
寺
院
は
四
五
か
寺
書

上
げ
て
い
る
が
、
本
山
毎
の
内
訳
は
妙
覚
寺
壬
二
か
寺
、
以
下
小
湊
誕
生
寺
八
、

妙
顕
寺
四
、
本
能
寺
三
、
妙
満
寺
三
、
妙
国
寺
二
、
妙
福
寺
一
、
不
明
一
で
あ

る
。
依
然
妙
覚
寺
末
寺
の
力
は
あ
な
ど
り
が
た
い
と
い
え
よ
う
。

六
、
幕
府
へ
の
対
応

　
池
田
光
政
は
寛
文
七
年
四
月
二
日
参
勤
交
代
の
た
め
江
戸
へ
入
っ
て
い
る
。
そ

の
折
、
同
年
四
月
十
六
日
前
年
か
ら
の
岡
山
藩
領
で
の
寺
社
整
理
の
報
告
を
老
中

に
し
て
い
る
。
池
田
家
文
書
の
「
覚
」
を
中
心
に
池
田
光
政
の
言
い
分
を
み
て
み

た
い
。
ま
ず
は
領
内
の
様
子
に
つ
い
て
は
、

　
　
近
年
国
元
（
岡
山
藩
領
）
の
民
共
、
出
家
共
の
私
欲
を
も
っ
て
人
を
た
ふ
ら

　
　
か
し
候
を
、
み
か
ぎ
り
、
儒
学
を
好
み
申
者
端
々
に
こ
れ
あ
り
候
に
つ
き
、

　
　
（
中
略
）
坊
主
を
う
と
み
申
し
、
神
儒
を
好
風
所
に
多
く
ご
さ
候
。

と
領
民
の
多
く
が
、
出
家
の
堕
落
を
批
判
す
る
も
の
が
多
く
な
っ
た
こ
と
、
一
方

で
儒
教
を
学
ぶ
者
が
ふ
え
た
の
で
、
坊
主
を
批
判
し
、
神
儒
を
好
む
も
の
が
増
加

し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
に
も
ま
し
て
寛
文
五
年
七
月
、
幕
府
が
「
諸
宗
寺

院
法
度
」
を
布
達
し
て
、
幕
府
が
寺
請
制
度
の
確
立
を
す
す
め
た
こ
れ
迄
の
寺
院

保
護
政
策
か
ら
、
そ
の
弊
害
を
み
と
め
仏
教
批
判
政
策
に
転
じ
た
こ
と
が
、
領
民
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岡山藩の寺社整理政策について

達
に
力
を
え
さ
せ
た
と
し
て
い
る
。

　
　
去
々
年
寺
方
へ
の
仰
せ
出
さ
れ
る
御
條
目
を
末
々
に
て
も
承
り
、
御
公
儀
に

　
　
も
出
家
を
ば
、
さ
の
み
御
用
は
な
さ
れ
ず
と
申
な
し
、
ま
た
は
私
に
儒
を
好

　
　
み
申
に
つ
き
、
い
よ
い
よ
ど
こ
と
も
な
く
、
右
の
通
り
に
ま
か
り
な
り
候
、

　
　
一
村
の
内
に
少
に
て
も
、
仏
法
（
仏
教
）
を
信
仰
し
候
老
は
、
一
人
か
二
人

　
　
に
て
ご
ざ
候
、
残
り
は
儒
と
も
仏
と
も
考
え
な
き
者
共
に
て
ご
ざ
候
。

寛
文
五
年
七
月
に
幕
府
の
寺
に
対
す
る
統
制
の
方
針
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
契
機

と
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
一
村
の
中
で
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
も
の
は
一
人
か
二

人
に
過
ぎ
な
い
と
断
言
し
て
い
る
様
子
が
う
が
が
え
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
好
み
に

よ
り
神
儒
に
よ
る
葬
祭
に
お
も
む
く
も
の
が
多
く
な
っ
た
と
結
論
ず
け
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
異
論
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
池
田
光
政
は
先
述
の
如
く
、
神

道
請
証
文
の
雛
型
を
作
り
、
領
民
一
人
一
人
に
記
入
さ
せ
る
と
と
と
も
に
、
産
土

神
の
神
官
に
も
ほ
ぼ
同
文
の
文
章
を
書
か
せ
、
強
引
に
寺
請
か
ら
神
道
請
に
変
更

さ
せ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
は
老
中
に
と

が
め
だ
て
を
受
け
こ
れ
に
対
す
る
言
訳
け
と
い
う
面
が
強
い
。

　
光
政
は
以
上
の
こ
と
か
ら
領
民
自
身
が
自
分
の
意
志
で
神
葬
祭
を
行
う
よ
う
に

な
り
、
寺
か
ら
離
れ
て
産
土
神
の
氏
子
と
な
り
、
神
葬
祭
に
お
も
む
い
た
た
め
、

必
然
的
に
寺
院
に
は
檀
家
が
な
く
な
り
、
僧
侶
の
生
活
が
維
持
で
き
な
く
な
り
、

僧
侶
は
や
む
な
く
還
俗
し
た
と
結
論
ず
け
て
い
る
。
つ
ま
り
藩
主
み
ず
か
ら
が
寺

院
を
破
却
に
追
い
込
ん
だ
の
で
は
な
く
、
僧
侶
自
身
が
僧
侶
身
分
を
捨
て
還
俗

し
、
帰
農
し
た
り
神
官
に
な
っ
た
り
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
も
光
政
の
言

い
訳
け
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
光
政
は
言
を
継
い
で
、
寛
文
五
年
の
諸
宗
寺
院
法
度
の
女
人
禁
制
の
条

項
、
す
な
わ
ち
、
「
他
人
は
勿
論
、
親
類
の
よ
し
み
こ
れ
あ
る
と
い
へ
ど
も
、
寺

院
・
坊
舎
に
女
人
抱
置
く
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
項
を
最
大
限
に
こ
こ
で
は
活
用
し

て
い
る
。
岡
山
藩
領
の
僧
侶
の
実
態
を
次
の
如
く
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
在
々
の
坊
主
共
は
、
大
か
た
百
姓
同
然
に
作
を
し
候
、
そ
れ
に
つ
い
て
男
の

　
　
下
人
は
存
様
に
は
持
ち
申
さ
ず
、
く
り
（
庫
裡
）
う
ば
と
申
し
候
て
、
女
を

　
　
か
か
え
お
き
耕
作
の
た
す
け
に
し
候
、
こ
の
段
ひ
し
と
迷
惑
い
た
し
候
て
、

　
　
か
ね
が
ね
還
俗
し
た
く
存
る
出
家
多
く
ま
か
り
あ
り
候
こ
と
。

と
、
ま
ず
多
く
の
寺
が
農
業
経
営
を
し
て
お
り
、
耕
作
の
家
内
労
働
と
し
て
女
性

を
使
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
女
性
を
寺
に
住
わ
せ
、
庫
裡
う
ば
な
ど
と
称

し
、
夫
婦
生
活
を
営
ん
で
い
る
こ
と
、
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
露
顕
す
る
と
僧
侶
自
身

困
る
の
で
、
か
ね
て
か
ら
還
俗
し
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
と
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、

　
　
つ
ね
つ
ね
大
不
義
坊
主
多
く
候
ゆ
え
、
旦
那
（
檀
家
）
も
は
し
ば
し
承
り
候

　
　
へ
ど
も
、
ぬ
し
ぬ
し
が
口
ゆ
え
、
坊
主
を
迷
惑
さ
せ
申
儀
も
い
か
が
と
存

　
　
じ
、
だ
ま
り
居
り
申
候
ゆ
え
、
一
入
り
年
々
不
義
大
き
に
ま
か
り
な
り
候
、

　
　
こ
の
時
か
の
不
義
坊
主
ど
も
、
旦
那
に
は
は
な
れ
申
し
、
内
々
不
義
あ
ら
わ

　
　
れ
申
す
べ
き
と
存
じ
、
欠
落
し
候
者
多
く
ご
ざ
候
、
そ
の
ま
ま
居
申
し
候
は

　
　
ぼ
、
成
敗
し
候
程
の
者
多
く
ご
ざ
候
き
、
右
に
も
申
す
ご
と
く
、
還
俗
を
望

　
　
み
申
す
坊
主
ご
ざ
候
へ
ど
も
、
本
寺
を
は
ど
か
り
、
た
め
ら
い
お
り
申
し
候

　
　
み
ぎ
り
、
小
代
官
ど
も
還
俗
し
候
様
に
と
申
し
聞
か
せ
候
へ
ば
、
則
座
に
還

　
　
俗
す
る
者
多
く
罷
成
候
。

と
、
領
内
に
は
不
義
（
女
犯
）
坊
主
が
沢
山
お
り
、
そ
し
て
檀
家
も
そ
れ
に
気
付

い
て
は
い
た
が
、
檀
那
寺
の
坊
主
を
か
ば
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
か
、
ま
す
ま
す

不
義
坊
主
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
不
義
坊
主
も
欠
落
（
寺
を
逃
げ
出

し
別
の
村
に
住
む
こ
と
）
す
る
者
も
続
出
し
た
。
妻
帯
の
ま
ま
寺
に
住
ん
で
い
れ

ば
成
敗
（
処
罰
）
さ
れ
る
者
も
沢
山
あ
っ
た
。
し
か
し
還
俗
し
た
く
て
も
、
本
寺

を
悼
り
、
仲
々
言
い
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
た
め
ら
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
岡
山
藩

の
小
代
官
が
還
俗
を
す
す
め
た
の
で
、
即
座
に
還
俗
す
る
老
が
続
出
し
た
と
し
て

い
る
。
つ
ま
り
池
田
光
政
の
言
い
分
は
、
す
べ
て
非
は
僧
侶
の
側
に
あ
り
、
小
代

官
が
還
俗
を
す
す
め
た
と
こ
ろ
僧
侶
達
は
渡
り
に
船
と
還
俗
を
え
ら
ん
だ
と
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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池
田
光
政
の
寺
院
整
理
の
大
き
な
柱
の
一
つ
は
、
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の
弾
圧

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
光
政
は
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。

　
　
騒
動
大
か
た
し
ず
ま
り
申
し
候
処
に
、
上
方
に
こ
れ
あ
る
日
蓮
宗
妙
覚
寺
よ

　
　
り
、
国
元
の
蓮
昌
寺
方
へ
申
し
越
し
候
は
、
今
度
公
儀
よ
り
仰
せ
出
さ
れ
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
　
　

　
　
ご
と
く
、
備
前
に
こ
れ
あ
る
不
受
不
施
の
本
寺
の
坊
主
追
放
し
候
様
に
、
私

　
　
に
訴
訟
す
べ
く
候
、
も
し
同
心
せ
ず
候
は
父
、
江
戸
へ
御
訴
訟
申
上
べ
き
と

　
　
申
し
越
し
候
。

寺
院
整
理
の
た
め
領
内
寺
院
の
騒
動
が
や
っ
と
静
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
今
度

は
京
都
の
妙
覚
寺
か
ら
不
受
不
施
寺
院
の
僧
侶
を
追
放
す
る
様
に
連
絡
が
入
っ

た
。
実
は
幕
府
は
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
を
根
絶
す
る
た
め
、
寛
文
五
年
寺
領
宛
行

状
を
出
す
条
件
と
し
て
、
日
蓮
宗
寺
院
に
次
の
如
き
案
文
を
出
し
、
そ
れ
に
署
名

す
る
様
に
命
じ
た
。
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
。

　
今
度
御
朱
印
頂
戴
仕
難
有
御
慈
悲
御
座
候
、
地
子
寺
領
悉
御
供
養
と
奉
存
候
、

傍
如
件
、
（
身
延
山
久
遠
寺
文
書
）
と
、
つ
ま
り
「
寺
領
は
供
養
な
り
」
と
い
う

証
文
に
署
名
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
ず
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
か
ら
、

歴
代
将
軍
の
位
牌
を
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
が
作
成
し
、
忌
日
に
は
ね
ん
ご
ろ
に
供
養
会

を
挙
行
し
、
そ
れ
を
寺
社
奉
行
に
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
ず
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の
寺
院
の
多
く
は
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
そ

の
た
め
数
多
く
の
寺
院
が
破
却
さ
れ
、
僧
侶
は
還
俗
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。　
岡
山
藩
領
な
ら
び
に
隣
接
す
る
美
作
・
備
前
・
備
中
は
、
不
受
不
施
派
の
一
大

拠
点
で
あ
っ
た
。
先
述
の
如
き
池
田
光
政
の
日
蓮
宗
不
受
不
施
弾
圧
も
、
幕
府
の

意
向
に
添
う
方
で
強
力
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
池
田
光
政
が

強
調
し
て
い
る
の
は
飽
く
迄
京
都
妙
覚
寺
の
強
い
申
入
れ
に
よ
っ
て
日
蓮
宗
不
受

不
施
派
を
処
分
し
た
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
の
如
く
結
ん
で
い

る
。
　
　
本
寺
（
妙
覚
寺
）
の
坊
主
の
御
指
図
の
通
り
に
追
放
候
を
、
末
寺
共
承
り
、

　
　
こ
の
時
い
ち
じ
る
し
く
還
俗
し
候
、
世
間
に
て
は
、
右
の
様
子
は
存
ぜ
ず
、

　
　
　
一
入
甚
だ
申
し
つ
け
る
と
沙
汰
す
べ
し
と
存
ぜ
ら
れ
候
こ
と
。

光
政
は
幕
府
と
本
寺
の
意
向
に
添
い
、
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の
統
制
を
は
か
っ
た

と
こ
ろ
、
末
寺
の
僧
侶
達
の
多
く
が
還
俗
し
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
世
間
で
は

光
政
が
強
引
に
日
蓮
宗
寺
院
を
弾
圧
し
た
か
の
ご
と
く
印
象
ず
け
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
領
内
寺
院
の
抵
抗
に
対
す
る
光
政
の
配

慮
と
も
受
け
取
れ
る
と
思
う
。
も
う
少
し
詳
し
く
池
田
光
政
の
動
き
を
み
て
み
よ

う
。
　
池
田
光
政
は
寛
文
七
年
、
老
中
酒
井
雅
楽
頭
忠
清
に
面
会
を
求
め
、
備
前
・
備

・
中
の
寺
院
整
理
の
様
子
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

　
寺
数
千
四
十
四
　
望
数
千
五
百
五
拾
七
人

　
　
　
　
　
　
　
　
寺
領
弐
千
七
拾
七
石
九
斗
弐
升
壱
合

　
　
内

　
　
　
三
百
拾
壱
ケ
寺
　
坊
主
五
百
八
拾
五
人
　
不
受
不
施
先
年
追
放

　
　
　
弐
百
五
拾
ケ
寺
　
坊
主
弐
百
六
拾
弐
人
　
天
台
・
真
言
立
退
・
還
俗
或
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
追
放

　
　
二
口
合
八
百
四
拾
七
人
、
上
り
寺
領
百
三
拾
九
石
九
斗
三
升
八
合

　
　
残
り
寺
数
四
百
八
拾
壱
　
坊
主
千
百
拾
人

　
　
寺
領
千
九
百
三
拾
七
石
九
斗
八
升
三
合

　
一
、
一
山
江
折
紙
二
而
遣
候
寺
領
其
寺
中
へ
配
分
仕
遣
候
内
。
寺
退
転
仕
候
と
て

　
　
も
、
折
紙
壱
枚
二
而
一
山
江
仕
候
寺
領
は
取
上
不
申
、
其
儘
一
山
江
本
寺
裁
判

　
　
　
に
任
置
候
事
。

　
一
、
末
寺
之
寺
領
は
坊
主
堕
落
、
或
は
遂
電
又
は
不
儀
に
て
欠
落
仕
、
潰
シ
候
分

　
　
は
寺
領
取
上
候
事
。
（
『
池
田
家
履
歴
略
記
』
上
巻
）

と
、
報
告
し
た
。
整
理
し
た
寺
院
数
は
全
体
の
約
五
四
％
、
坊
主
は
約
四
三
・
三

％
、
寺
領
は
約
七
％
を
そ
れ
ぞ
れ
整
理
・
処
分
し
た
様
子
が
わ
か
る
。
寺
領
が
き

わ
め
て
少
な
い
処
分
に
つ
い
て
は
、
但
書
を
附
し
て
お
り
、
末
寺
の
寺
領
は
本
山

に
つ
け
た
こ
と
、
但
し
坊
主
が
堕
落
し
た
り
、
追
放
さ
れ
た
り
不
義
の
た
め
潰
さ
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岡山藩の寺社整理政策について

れ
た
寺
に
つ
い
て
は
、
寺
領
を
取
上
げ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

岡
山
藩
の
動
き
に
対
し
て
幕
府
側
の
老
中
は
か
な
り
驚
い
た
様
子
で
あ
る
。
し
か

し
池
田
光
政
は
さ
ら
に
言
葉
を
つ
い
で
岡
山
藩
の
寺
院
整
理
政
策
を
こ
ま
か
に
説

明
し
て
い
る
。

　
酒
井
一
見
の
上
、
大
に
あ
き
れ
、
是
は
案
外
の
事
に
候
、
兼
て
備
前
に
は
出
家

　
は
な
き
と
承
り
し
か
、
猶
多
く
居
住
せ
り
、
か
く
有
べ
き
事
に
も
と
申
さ
れ
け

　
る
。
烈
公
か
さ
ね
て
常
は
少
し
の
事
も
貴
殿
に
た
つ
ね
候
へ
と
も
、
吉
利
支
丹

　
請
の
事
は
面
談
な
ら
て
は
合
点
も
あ
る
ま
し
く
、
御
差
図
も
あ
り
か
た
く
存
し

　
け
れ
は
、
先
一
存
に
て
神
職
請
に
定
め
候
ひ
ぬ
。
（
「
池
田
家
履
歴
略
記
」
上
巻
）

老
中
酒
井
忠
清
は
、
報
告
書
を
み
て
驚
い
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
酒
井
が
こ
れ

迄
得
て
い
た
情
報
で
は
岡
山
藩
領
に
は
出
家
は
す
べ
て
追
放
さ
れ
て
い
る
と
判
断

し
て
い
た
が
、
依
然
数
多
く
の
僧
侶
が
住
っ
て
い
る
こ
と
を
き
き
び
っ
く
り
し
て

い
る
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
池
田
光
政
の
心
配
の
一
つ
は
、
宗
門
改
め
を
こ
れ
ま

で
の
寺
請
か
ら
神
道
請
に
し
た
こ
と
に
よ
る
幕
府
側
の
意
向
が
ど
う
か
と
い
う
点

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
面
談
し
て
詳
し
く
話
し
た
い
と
し
て
い
る
様
子
が
わ
か

る
。
こ
の
間
の
事
情
を
『
池
田
光
政
日
記
』
で
み
て
み
る
と
、
四
月
十
六
日

　
一
、
う
た
殿
（
酒
井
忠
清
）
へ
参
、
国
本
出
家
共
そ
う
と
う
（
騒
動
）
仕
候
儀
、

　
　
　
其
子
細
書
付
ヲ
以
ミ
せ
申
候
、
此
通
少
も
の
け
も
入
も
不
被
成
と
見
え
申

　
　
　
候
、
只
今
も
出
家
千
百
人
余
も
在
之
由
、
わ
キ
く
に
て
ハ
壱
人
も
な
き

　
　
　
や
う
に
さ
た
仕
候
、
先
年
ノ
被
仰
出
に
も
、
天
下
之
義
御
仕
置
に
し
ゆ
ん

　
　
　
じ
申
様
に
と
の
事
二
候
二
、
此
御
地
ニ
ハ
上
野
（
寛
永
寺
）
・
増
上
寺
も

　
　
　
在
之
二
、
備
前
二
て
ハ
出
家
も
な
き
よ
う
に
御
申
付
、
又
水
戸
こ
て
も
さ

　
　
　
や
う
に
候
ヘ
ハ
、
又
わ
キ
く
も
此
や
う
二
候
て
ハ
、
若
ふ
し
ま
り
ノ
所

　
　
　
こ
て
ハ
、
い
か
や
う
の
事
も
出
来
候
ハ
ソ
哉
、
と
か
く
甚
な
き
か
よ
く
候

　
　
　
ハ
ン
と
い
つ
れ
も
御
申
候
故
、
少
右
衛
門
を
よ
ひ
申
候
キ
、
出
家
の
や
く

　
　
　
に
不
立
、
地
こ
く
（
獄
）
こ
く
ら
く
（
極
楽
）
な
と
い
ふ
事
、
わ
け
も
な

　
　
　
き
事
と
ハ
い
つ
れ
も
存
候
へ
共
、
と
か
く
甚
キ
事
ハ
不
入
様
に
と
の
事
二

　
　
　
て
候
、
此
書
付
、
老
中
へ
も
ミ
せ
可
申
由
御
申
、
御
と
め
置
候
事
、
右
之

　
　
　
段
、
内
膳
（
老
中
板
倉
重
矩
）
・
大
和
（
老
中
久
世
広
之
）
へ
も
、
す
く

　
　
　
に
ま
い
り
物
語
仕
候
事
。

池
田
光
政
が
老
中
酒
井
忠
清
の
屋
敷
へ
行
き
、
備
前
国
の
出
家
騒
動
の
件
を
報
告

し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
酒
井
が
出
家
が
一
人
も
い
な
く
な
っ
た
と
聞
き
及
ん

で
い
た
が
、
現
在
ま
だ
千
百
余
人
も
い
る
こ
と
を
知
り
驚
い
て
い
る
様
子
が
わ
か

る
。
ま
た
池
田
光
政
が
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
七
月
、
幕
府
が
布
達
し
た
「
諸

宗
寺
院
法
度
」
に
よ
り
寺
院
整
理
を
し
た
と
拡
大
解
釈
し
、
領
内
に
も
説
明
し
て

い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
酒
井
忠
清
が
、
「
天
下
之
義
御
仕
置
に
し
ゅ
ん
じ
（
準
じ
）

申
様
」
と
池
田
光
政
の
行
き
す
ぎ
を
た
し
な
め
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
ま
た
寛

文
六
年
に
は
水
戸
藩
主
徳
川
光
囲
も
領
内
約
半
数
の
寺
を
破
却
し
僧
侶
を
還
俗

し
、
さ
ら
に
帰
農
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
仏
教
各
宗
が
危

機
感
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
他
方
諸
大
名
達
も
こ
の
よ
う
な
動
き
に
追
随
す
る
者

が
で
る
や
も
知
れ
ず
、
老
中
と
し
て
は
そ
の
対
応
に
は
頭
を
悩
す
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
し
か
し
池
田
光
政
の
姿
勢
は
崩
れ
ず
、
至
っ
て
意
気
軒
昂
で
あ
っ
た
。
「
出

家
が
役
に
た
鼠
な
い
こ
と
、
地
獄
・
極
楽
な
ど
わ
け
も
な
き
こ
と
を
言
う
こ
と
、

僧
侶
を
削
減
す
べ
き
こ
と
」
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
後
老
中
板
倉
重
矩
・
久
世

広
之
の
屋
敷
に
も
足
を
運
ん
で
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
し
か
し
池
田
光
政
が
老
中

の
屋
敷
を
歴
訪
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
野
寛
永
寺
輪
王
寺
宮
の
怒
り
を
恐
れ
た
こ

と
で
も
あ
っ
た
し
、
幕
閣
が
必
ず
し
も
光
政
の
政
策
に
賛
同
し
て
い
た
わ
け
で
も

な
い
と
い
う
情
勢
も
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
光
政
の
一
連
の
行
動
は
む
し

ろ
弁
解
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
五
月
十
日
老
中
酒
井
忠
清
が
江
戸
の
岡
山
藩
邸
を
た
ず
ね
て
い
る
。
先
日
岡
山

藩
主
池
田
光
政
か
ら
預
か
っ
た
「
出
家
之
書
付
」
を
老
中
達
に
披
露
し
た
こ
と
、

そ
の
結
果
何
も
特
別
に
話
す
こ
と
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
阿
部
豊
後
守
忠
秋
は

「
わ
き
く
こ
て
申
候
よ
り
ハ
い
ま
た
出
家
多
在
之
由
」
と
語
っ
て
い
た
こ
と
、

稲
葉
美
濃
守
正
則
は
「
き
り
し
た
ん
の
し
め
も
、
い
つ
か
た
に
て
も
五
人
く
ミ
ハ
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在
之
候
、
後
生
を
お
そ
れ
候
て
こ
そ
、
き
り
し
た
ん
に
も
成
ま
し
き
と
御
申
候

由
」
と
、
稲
葉
正
則
が
岡
山
藩
の
神
道
請
政
策
に
批
判
的
で
寺
請
に
す
べ
き
意
見

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
五
人
組
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ソ
詮
索
は
ど
こ

で
も
や
っ
て
い
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
光
政
は
「
他
国
は
い
か
や

う
に
被
申
付
候
も
不
存
候
、
私
ノ
申
付
候
様
ハ
、
仏
よ
り
ハ
こ
ま
か
に
御
さ
候
と

存
候
と
申
、
別
二
可
仕
も
無
之
候
間
」
と
酒
井
忠
清
に
弁
明
し
て
い
る
。

む
す
び

　
岡
山
藩
の
寺
社
整
理
政
策
に
つ
い
て
若
干
の
分
析
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
い
く

つ
か
，
の
事
実
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

　
ま
ず
神
社
整
理
に
つ
い
て
は
、
荒
神
を
は
じ
め
淫
桐
邪
神
等
を
整
理
し
、
領
内

の
一
〇
五
二
八
社
を
整
理
し
、
寄
宮
七
一
社
に
合
杞
す
る
と
と
も
に
、
大
社
．
産

土
社
六
＝
一
社
を
残
し
、
合
計
六
八
三
社
の
み
の
存
立
を
許
し
た
。

　
つ
ぎ
に
寺
請
制
度
を
廃
止
し
、
藩
主
の
命
に
よ
り
神
道
請
証
文
の
作
成
を
命

じ
、
神
主
に
よ
り
神
道
請
制
度
を
実
施
し
、
実
質
的
に
寺
の
檀
家
を
取
り
上
げ
る

政
策
を
と
り
、
六
八
三
社
の
神
主
の
手
で
神
道
請
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
領

内
人
口
の
九
七
％
が
神
道
請
に
か
え
ら
れ
た
。

　
寺
院
整
理
政
策
は
、
幕
府
が
制
定
し
た
寛
文
五
年
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
を
先
取

り
す
る
形
で
、
行
な
わ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
岡
山
地
域
が
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の

一
大
拠
点
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
弾
圧
の
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
妙
覚
寺
派
の
末
寺
の
破

却
と
僧
侶
の
還
俗
が
中
心
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
寺
院
側
の
反
発
も
す
る
ど
く
、
日
蓮
宗
妙
覚
寺
は
破
却
を
ま
ぬ
が
れ
た

中
本
寺
蓮
昌
寺
を
通
じ
て
、
廃
寺
の
復
活
を
せ
ま
っ
て
い
る
。
一
方
天
台
宗
に
お

い
て
も
領
内
中
本
寺
金
山
寺
が
寛
永
寺
に
上
訴
し
輪
王
寺
宮
を
動
か
し
、
池
田
光

政
を
窮
地
に
追
い
込
ん
で
い
る
。
ま
た
真
言
宗
も
京
都
仁
和
寺
を
動
か
し
廃
寺
の

復
活
を
せ
ま
っ
た
。

　
一
方
幕
府
の
幕
閣
達
も
廃
仏
殿
釈
の
拡
大
を
恐
れ
穏
便
に
事
を
お
さ
め
よ
う
と

し
た
。
そ
れ
ゆ
え
池
田
光
政
の
改
革
も
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
、
天
台
宗
末

寺
の
再
興
、
眼
目
で
あ
っ
た
神
道
請
制
度
も
の
ち
に
は
神
主
な
ら
び
に
家
族
の
み

と
し
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
は
も
と
の
寺
請
制
度
に
も
ど
る
こ
と
に
な
っ

た
。　
し
か
し
領
内
の
約
六
割
の
廃
寺
に
つ
い
て
は
、
断
固
と
し
て
そ
の
復
活
は
み
と

め
ず
、
し
ば
し
ば
そ
の
追
跡
調
査
を
行
な
い
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
。
も
と
よ

り
、
そ
の
結
果
、
残
っ
た
寺
は
檀
家
数
が
増
加
し
経
営
が
安
定
し
た
し
、
一
方
で

収
奪
さ
れ
て
い
た
檀
家
の
側
か
ら
い
え
ば
、
幾
分
収
奪
が
軽
く
な
っ
た
と
い
え

る
。　
幕
藩
体
制
と
は
い
え
、
幕
府
の
思
わ
く
は
本
末
制
度
・
寺
請
制
度
は
あ
く
迄
維

持
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
岡
山
藩
は
こ
れ
を
否
定
す
る
対
策
を
打
出
し

た
だ
け
に
そ
の
反
響
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。
一
六
六
〇
年
段
階
で
は
、
全
国

的
に
み
れ
ば
廃
仏
殿
釈
は
思
想
的
に
も
政
策
的
に
も
ま
だ
そ
の
機
熟
せ
ず
と
い
え

る
。
明
治
維
新
迄
待
た
な
け
れ
ば
、
全
国
的
に
嵐
の
如
き
運
動
に
は
展
開
し
な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
た
ま
む
ろ
　
ふ
み
お
）
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